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5.1-1 

第5章 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法 

5.1 環境影響評価の項目選定 

対象事業に係る環境影響評価の項目は、「三重県環境影響評価技術指針」(平成 11 年 5 月 25 日、

三重県告示第 274 号)（以下、技術指針という。）の第 5 に基づき、対象事業に係る工事の実施、

土地又は工作物の存在及び供用における各影響要因により、影響を受けるおそれがある大気環境、

水環境、自然環境等の中の各環境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討の

うえ、適切に選定した。 

対象事業内容を踏まえ、技術指針の「別表 1-1 影響要因の細区分」における各影響要因に対

する該当状況を表 5.1-1 に示す。 
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表 5.1-1 各影響要因に対する該当状況と該当する環境要素の関連性 

影響要因 

の区分 

技術指針別表1-1の 

影響要因の細区分 

該当

区別
対象事業の該当状況 

重機の稼働 ○ 施設の建設に伴い、建設機械が稼働する。 

資材の運搬 ○ 
施設の建設に伴い、建設資材や建設機械の運搬用車
両が運行する。 

樹木の伐採・処理 ○ 
施設の建設に伴い、現存するスギ・ヒノキ植林の伐
採・処理を行う。 

土地の造成 ○ 
施設の建設に伴い、丘陵部の造成及び工事用道路兼
進入路の切土・盛土工事を行う。 

発破 ○ 丘陵部の造成工事に伴い、発破作業を行う。 

地盤改良 ○ 
施設の建設に伴い、薬液注入を伴う地盤改良を行
う。 

工作物の建設 ○ 最終処分場、調整池等の工作物を建設する。 

既存工作物の改修・撤去 × 
計画地はスギ植林又は水田跡地であり、既存工作物
は存在しない。 

工事用道路等の建設 ○ 施設の建設に際して、工事用道路を建設する。 

土砂の採取 × 
施設の建設に際して、対象事業実施区域内において
コンクリート骨材採取や埋立て土砂の採取を目的
とした土砂の採取は行わない。 

工事の実施 

廃棄物の発生・処理等 ○ 
施設の建設に際して、建設残土や濁水処理に伴う汚
泥が発生する。 

造成地の存在 ○ 
施設の建設に伴い、埋立てによる造成地を整備す
る。 

工作物の存在 ○ 最終処分場、調整池等の工作物が存在する。 

土地の利用 ○ 
施設の存在及び供用により、樹林帯及び湿地帯から
施設利用へと土地の利用が変更される。 

工作物の供用・稼働 ○ 最終処分場を供用・稼働する。 

関係車両の走行 ○ 関係車両が走行する。 

物質の使用・排出 × 
最終処分場の稼働により、人の健康に有害な物質の
使用・排出は行わない。 

廃棄物の発生・処理 ○ 
施設の供用・稼働により、浸出水及び生活排水処理
に伴い汚泥が発生する。 

取水用水 ○ 最終処分場の稼働に伴い、取水を行う。 

エネルギーの使用 ○ 
最終処分場の稼働に伴うエネルギーを、すべて電力
で賄う。 

土地又は工

作物の存在

及び供用 

緑化等 ○ 施設整備に伴い、法面等の緑化を行う。 

 



5.1-3 

表 5.1-1 の整理結果を踏まえ、環境影響評価の対象項目の選定を表 5.1-2 に、環境影響評価の

項目の選定理由及び除外理由を表 5.1-3(1)～(9)に示す。 

選定した環境項目は大気質、騒音、振動、低周波空気振動、悪臭、水質(地下水の水質を除く)、

地下水の水質及び水位、地形及び地質、陸生動物、陸生植物、水生生物、生態系、人と自然との

触れ合いの活動の場、廃棄物等、温室効果ガス等の計 15 項目とした。 
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表 5.1-2(1)  環境影響評価の対象項目の選定 

工事の実施 
土地又は工作物の存在 

及び供用 
影響要因

 
 
 
 
 
 
 
 
環境要素 

重
機
の
稼
働 

資
材
の
運
搬 

樹
木
の
伐
採
・
処
理 

土
地
の
造
成 

発
破 

地
盤
改
良 

工
作
物
の
建
設 

工
事
用
道
路
等
の
建
設 

廃
棄
物
の
発
生
処
理
等 

造
成
地
の
存
在 

工
作
物
の
存
在 

土
地
の
利
用 

工
作
物
の
供
用
・
稼
働 

関
係
車
両
の
走
行 

廃
棄
物
の
発
生
・
処
理 

取
水
用
水 

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用 

緑
化
等 

硫黄酸化物     

窒素酸化物 ○ ○ ○     

浮遊粒子状物質 ○ ○ ○     

一酸化炭素     

光化学オキシダント     

ベンセン、トリクロロエチレン、テ
トラクロロチレン、ジクロロメタン

    

環境基準項目 

ダイオキシン類     

大防法規制対象物
質・指定物質 

塩化水素     

大気質 

粉じん等 ○     

騒音 騒音 ○ ○ ○ ○ ○     

振動 振動 ○ ○ ○ ○ ○     

低周波空気振動 低周波空気振動 ○ ○     

大
気
環
境 

悪臭 特定悪臭物質、臭気指数、臭気強度等 ○     

水素イオン濃度 ○ ○ ○     

水の汚れ 
(化学的酸素要求量等) 

○     

溶存酸素 ○     

全窒素、全燐 ○     

健康項目     

環境基準項目 

ダイオキシン類     

排水基準項目     

要監視項目     

水質基準項目     

水道水質基準監視項目、快適水質項目     

水の濁り(浮遊物質量) ○ ○     

環境の自然的構成要素の良
好な状態の保持を旨として
調査、予測及び評価される
べき環境要素 

水
環
境 

水質 
(地下水の水質を
除く) 

塩分(塩素イオン)、水温、透視度(透明度)、色、濁度、
電気伝導度等 

○     

注) 対象項目で「○」は、本事業で環境影響評価の項目として選定した項目。 
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表 5.1-2(2)  環境影響評価の対象項目の選定 

工事の実施 
土地又は工作物の存在 

及び供用 
影響要因

 
 
 
 
 
 
 
 
環境要素 

重
機
の
稼
働 

資
材
の
運
搬 

樹
木
の
伐
採
・
処
理 

土
地
の
造
成 

発
破 

地
盤
改
良 

工
作
物
の
建
設 

工
事
用
道
路
等
の
建
設 

廃
棄
物
の
発
生
処
理
等 

造
成
地
の
存
在 

工
作
物
の
存
在 

土
地
の
利
用 

工
作
物
の
供
用
・
稼
働 

関
係
車
両
の
走
行 

廃
棄
物
の
発
生
・
処
理 

取
水
用
水 

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用 

緑
化
等 

環境基準項目     

排水基準項目     

要監視項目     

水底土砂の判定基準     

水底の底質 

硫化物、強熱減量、酸化還元電位、含水率、粒度組成等     

環境基準項目     

排水基準項目     

要監視項目     

水質基準項目     

水道水質基準監視項目、快適水質項目     

水
環
境 

地下水の水質 
及び水位 

水素イオン濃度、塩分(塩素イオン)、水温、透視度(透明
度)、色、濁度、電気伝導度、水位等 

○ ○ ○ ○ ○ ○  ○   

地形及び地質 地形及び地質、重要な地形及び地質、土地の安定性 ○ ○ ○     

地盤 地盤沈下量     

環境基準項目     
土壌 

大防法規制対象物質・指定物質     

日照阻害 日影時間及び日影範囲     

環境の自然的構成要素の良
好な状態の保持を旨として
調査、予測及び評価される
べき環境要素 

そ
の
他
の
環
境 電波障害 電波の受信の状態     

陸生動物 動物相、重要な種及び注目すべき生息地 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    ○ 

陸生植物 植物相、植生、重要な種及び群落 ○ ○ ○ ○ ○ ○    ○ 

水生生物 
動物相及び植物相、重要な種、注目すべき生息地並びに
重要な群落 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○     

生物の多様性の確保及び自
然環境の体系的保全を旨と
して調査、予測及び評価さ
れるべき環境要素 

生態系 地城を特徴づける生態系 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    ○ 

人と自然との 
触れ合いの活動の場

主要な人と自然との触れ合いの活動の場 ○ ○     

歴史的文化的な遺産
史跡、名勝、天然記念物及びこれに準ずるもの並びに埋
蔵文化財包蔵地及び可能性のある場所 

    

人と自然との豊かな触合
い、歴史的文化的な遺産の
保存及び良好な景観の保全
を旨として調査、予測及び
評価されるべき環境要素 景観 主要な眺望点、景観資源及び主要な眺望景観     

廃棄物等 一般廃棄物、産業廃棄物及び建設工事等に伴う副産物 ○ ○ ○ ○    

温室効果ガス ○ ○   ○  

環鏡への負荷の量の程度に
より予測及び評価されるべ
き環境要素 

温室効果ガス等 
オゾン層保護法規制対象物質     

注) 対象項目で「○」は、本事業で環境影響評価の項目として選定した項目。 
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表 5.1-3(1) 環境影響評価の対象項目の選定理由及び除外理由(工事の実施) 

環要要因 環境要素 
対象
項目

選定理由及び除外理由 

硫黄酸化物 ×

三重県下における二酸化硫黄の大気環境中
の濃度は、近年低濃度で推移しており、環
境基準、三重県の環境保全目標とも達成し
ている。また、ガソリン、軽油の燃料中に
含まれる硫黄分については、「自動車の燃料
の性状に関する許容限度及び自動車の燃料
に含まれる物質の量の許容限度」(平成7年
環境庁告示第64号)に基づき規制が図られ
ている。以上のことから、重機の稼動、工
事用車両の走行、土地の造成、施設の建設
に用いられる車両からの排出量は少ないた
め、環境保全上の支障は生じないと考えら
れることから、項目から除外した。 

窒素酸化物 ○
重機の稼働、資材の運搬に伴う工事用車両
の走行により排出される窒素酸化物による
環境影響が考えられるため、選定した。 

浮遊粒子状物質 ○
重機の稼働、資材の運搬に伴う工事用車両
の走行により排出される浮遊粒子状物質に
よる環境影響が考えられるため、選定した。

一酸化炭素 ×

光化学オキシダント ×

ベンゼン、トリクロ
ロエチレン、テトラ
クロロエチレン、ジ
クロロメタン 

×

環
境
基
準
項
目 

ダイオキシン類 ×

大気汚染防止法に基づ
く規制対象物質及び指
定物質(塩化水素) 

×

重機の稼動、資材の運搬に伴う工事用車両
の走行、土地の造成、工作物の建設に用い
る車両から発生する可能性がある有害物質
等としては、一酸化炭素、ベンゼン、炭化
水素及び鉛化合物が挙げられる。これらの
物質のうち、ベンゼン及び鉛化合物は「自
動車の燃料の性状に関する許容限度及び自
動車の燃料に含まれる物質の量の許容限
度」(平成7年環境庁告示第64号)に基づき、
一酸化炭素及び炭化水素は、「自動車ガスの
量の許容限度」(昭和51年環境庁告示第1号)
に基づきそれぞれ規制が図られており、こ
れらの車両による排出量は少ないため、環
境保全上の支障は生じないと考えられるこ
とから、項目から除外した。 

大気質 

粉じん等 ○
対象事業実施区域周辺に住居等が存在し、
土地の造成に伴い発生する粉じんによる環
境影響が考えられるため、選定した。 

騒音 騒音 ○

振動 振動 ○

対象事業実施区域周辺に住居等が存在し、
工事中の重機の稼働、資材の運搬に伴う工
事用車両の走行及び発破作業による騒音及
び振動による環境影響が考えられるため、
選定した。 

低周波 
空気振動 

低周波空気振動 ○
対象事業実施区域周辺に住居等が存在し、
工事中の発破作業による低周波空気振動に
よる環境影響が考えられるため、選定した。

工
事
の
実
施 

重機の稼働 
 

資材の運搬 
 

樹 木 の 
伐採・処理 

 
土地の造成 

 
発 破 

 
地 盤 改 良 

 
工 作 物 の 
建 設 

 
工事用道路
等 の 建 設 

 
廃 棄 物 の 
発生処理等 

悪臭 
特定悪臭物質、臭気指
数、臭気強度等 

×

工事計画において、対象事業実施区域内に
悪臭を発生させる物質等の持込や行為は行
わないため、環境保全上の支障は生じない
と考えられることから、項目から除外した。

注) 対象項目で「○」は、本事業で環境影響評価の項目として選定する項目。 

  対象項目で「×」は、本事業で環境影響評価の項目として選定しない項目。 
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表 5.1-3(2) 環境影響評価の対象項目の選定理由及び除外理由(工事の実施) 

環要要因 環境要素 
対象
項目

選定理由及び除外理由 

水素イオン濃度 ○

工作物の建設において、コンクリート打設
及び地盤改良を行うため、沢水の水素イオ
ン濃度（pH）への環境影響が考えられるた
め、選定した。 

水の汚れ(化学的酸
素要求量等) 

×

溶存酸素 ×
全窒素、全燐 ×
健康項目 ×

環
境
基
準
項
目 

ダイオキシン類 ×
排水基準項目 ×
要監視項目 ×
水質基準項目 ×
水道水質基準監視項目、
快適水質項目 

×

工事計画において、左記に示す水質項目等
に対して影響を及ぼす排水は行わないた
め、環境保全上の支障は生じないと考えら
れることから、項目から除外した。 

水の濁り(浮遊物質量) ○
土地の造成及び工事用道路等の建設によ
り、濁水の発生による環境影響が考えられ
るため、選定した。 

水質 
(地下水
の水質を
除く) 

塩分(塩素イオン)、水
温、透視度(透明度)、色、
濁度、電気伝導度等 

×

工事計画において、左記に示す水質項目等
に対して影響を及ぼす排水は行わないた
め、環境保全上の支障は生じないと考えら
れることから、項目から除外した。 

環境基準項目 ×
排水基準項目 ×
要監視項目 ×
水底土砂の判定基準 ×

水底の 
底質 

硫化物、強熱減量、酸化
還元電位、含水率、粒度
組成等 

×

工事計画において、浚渫、化学薬品を用い
た地盤改良等、底質に影響を及ぼす行為は
行わないため、環境保全上の支障は生じな
いと考えられることから、項目から除外し
た。 

環境基準項目 ×
排水基準項目 ×
要監視項目 ×
水質基準項目 ×
水道水質基準監視項目、
快適水項目 

×

工事計画において、左記に示す水質項目等
に対して影響を及ぼす排水等は行わないた
め、環境保全上の支障は生じないと考えら
れることから、項目から除外した。 

地下水の
水質及び
水位 

水素イオン濃度、塩分
(塩素イオン)、水温、透
視度(透明度)、色、濁度、
電気伝導度、水位等 

○

土地の造成、地下水の集排水及び工作物の
建設に伴い、地下水の濁度及び水位、地盤
改良及び工作物の建設に伴い、水素イオン
濃度への影響が考えられることから、選定
した。 

地形 
及び地質 

地形及び地質、重要な地
形及び地質、土地の安定
性 

○

土地の造成（新たに切土法面や盛土法面の
建設、人工盛土地質の整備）に伴い、地形
及び地質、土地の安定性への影響が考えら
れるため、選定した。 

工
事
の
実
施 

重機の稼働 
 

資材の運搬 
 

樹 木 の 
伐採・処理 

 
土地の造成 

 
発 破 

 
地 盤 改 良 

 
工 作 物 の 
建 設 

 
工事用道路
等 の 建 設 

 
廃 棄 物 の 
発生処理等 

地盤 地盤沈下量 ×

地盤沈下の主な原因となる地下水の取水は
行わず、地盤沈下の要因となる厚い軟弱地
質（粘性土）が存在せず、環境保全上の支
障は生じないと考えられることから、項目
から除外した。 

注) 対象項目で「○」は、本事業で環境影響評価の項目として選定する項目。 

  対象項目で「×」は、本事業で環境影響評価の項目として選定しない項目。 
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表 5.1-3(3) 環境影響評価の対象項目の選定理由及び除外理由(工事の実施) 

影響要因 環要要素 
対象
項目

選定理由及び除外理由 

環境基準項目 ×

工事計画において、土壌汚染の原因となる
物質の排出はない。なお、岩石には自然的
に重金属が含まれていることがあり、土地
の造成において、対象事業区域内に分布す
る花崗岩および風化花崗岩を対象とした掘
削工事や掘削土砂の盛土材料への転用した
場合、工事箇所から規制基準値を超過した
重金属が溶出し、周辺地下水や河川に影響
を与える可能性が考えられる。このため、
工事着工前に、現地土壌を対象に土壌環境
基準項目に係る含有量及び溶出試験を行
い、その安全性を確認する。 

土壌 

大気汚染防止法に基づ
く規制対象物質及び指
定物質(有害物質等) 

×

工事計画において、土壌汚染の原因となる
物質の排出はないため、環境保全上の支障
は生じないと考えられることから、項目か
ら除外した。 

日照阻害 日影時間及び日影範囲 ×

工事計画において、対象事業実施区域周辺
地域に対して日照障害を発生させるような
大規模施設の建設はなく、また、周辺に阻
害されるような住居、施設等は存在しない
ため、環境保全上の支障は生じないと考え
られることから、項目から除外した。 

電波障害 電波の受信の状態 ×

工事の実施において、対象事業実施区域周
辺地域に対して電波障害を発生させるよう
な行為は行わない。また、対象事業実施区
域周辺の住居等に対しては、現況において
ケーブルテレビが整備されているため、環
境保全上の支障は生じないと考えられるこ
とから、項目から除外した。 

陸生動物 
動物相、重要な種及び注
目すべき生息地 

○

重機の稼動、資材の運搬に伴う工事用車両
の走行、樹木の伐採・処理、土地の造成、
発破、地盤改良、工作物の建設、工事用道
路等の建設による陸生動物の生息環境への
影響が考えられるため選定した。 

陸生植物 
植物相、植生、重要な種
及び群落 

○
樹木の伐採・処理、土地の造成、工事用道
路等の建設に伴い、陸生植物の生育環境へ
の影響が考えられるため、選定した。 

水生生物 
動物相及び植物相、重要
な種、注目すべき生息地
並びに重要な群落 

○
土地の造成、地盤改良、工事用道路等の建
設に伴い、水生生物の生息生育環境への影
響が考えられるため選定した。 

工
事
の
実
施 

重機の稼働 
 

資材の運搬 
 

樹 木 の 
伐採・処理 

 
土地の造成 

 
発 破 

 
工 作 物 の 
建 設 

 
地 盤 改 良 

 
工事用道路
等 の 建 設 

 
廃 棄 物 の 
発生処理等 

生態系 
地域を特徴付ける生態
系 

○

重機の稼動、資材の運搬に伴う工事用車両
の走行、樹木の伐採・処理、土地の造成、
発破、地盤改良、工作物の建設、工事用道
路等の建設による生態系への影響が考えら
れるため、選定した。 

注) 対象項目で「○」は、本事業で環境影響評価の項目として選定する項目。 

  対象項目で「×」は、本事業で環境影響評価の項目として選定しない項目。 
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表 5.1-3(4) 環境影響評価の対象項目の選定理由及び除外理由(工事の実施) 

影響要因 環要要素 
対象
項目

選定理由及び除外理由 

人と自然
との触れ
合いの活
動の場 

主要な人と自然との触
れ合いの活動の場 

○

資材の運搬に伴う工事用車両の走行によ
り、主要な活動の場である八手俣川やキャ
ンプ場等の主要な人と自然との触れ合いの
活動の場への影響が考えられるため、選定
した。 

歴史的文
化的な遺
産 

史跡、名勝、天然記念物
及びこれに準ずるもの
並びに埋蔵文化財包蔵
地及び可能性のある場
所 

×

対象事業実施区域内には、歴史的文化的な
遺産等は存在しない。また、工事計画にお
いて、対象事業実施区域周辺の歴史的文化
的な遺産等に影響を及ぼすような行為は行
わないため、環境保全上の支障は生じない
と考えられることから、項目から除外した。

景観 
主要な眺望点、景観資源
及び主要な眺望景観 

×

重機の稼動、資材の運搬に伴う工事用車両
の走行、土地の造成、施設の建設が景観に
及ぼす影響は一時的であること、また造成
地は樹木に囲まれており周辺地域からは造
成面が直接見通せないため、環境保全上の
支障は生じないと考えられることから、項
目から除外した。なお、対象事業実施区域
内の各施設は周辺地域から眺望できない。

廃棄物等 
一般廃棄物、産業廃棄物
及び建築工事等に伴う
副産物 

○

樹木の伐採・処理に伴う伐採木、土地の造
成に伴う建設発生土及び濁水処理に伴う汚
泥等の建設副産物の発生が考えられるた
め、選定した。 

温室効果ガス ×

重機の稼動及び資材の運搬に伴う工事用車
両の走行により、二酸化炭素、メタン及び
一酸化二窒素の温室効果ガスの発生が考え
られるものの、使用する台数は少なく、排
出量は少ないと考えられる。したがって、
環境保全上の支障は生じないと考えられる
ことから、項目から除外した。 

工
事
の
実
施 

重機の稼働 
 

資材の運搬 
 

樹 木 の 
伐採・処理 

 
土地の造成 

 
発 破 

 
地 盤 改 良 

 
工 作 物 の 
建 設 

 
工事用道路
等 の 建 設 

 
廃 棄 物 の 
発生処理等 

温室効果 
ガス等 

オゾン層保護法規制対
象物質 

×

工事計画において、オゾン層保護法に基づ
く規制対象物質の発生はないため、環境保
全上の支障は生じないと考えられることか
ら、項目から除外した。 

注) 対象項目で「○」は、本事業で環境影響評価の項目として選定する項目。 

  対象項目で「×」は、本事業で環境影響評価の項目として選定しない項目。 
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表 5.1-3(5) 環境影響評価の対象項目の選定理由及び除外理由(存在及び供用) 

影響要因 環境要素 
対象
項目

選定理由及び除外理由 

硫黄酸化物 ×

施設利用計画において、硫黄酸化物を発生
させるような施設はないため、環境保全上
の支障は生じないと考えられることから、
項目から除外した。 

窒素酸化物 ○
関係車両の走行により排出される窒素酸化
物による環境影響が考えられるため、選定
した。 

浮遊粒子状物質 ○
関係車両の走行により排出される浮遊粒子
状物質による環境影響が考えられるため、
選定した。 

一酸化炭素 ×
光化学オキシダント ×
ベンゼン、トリクロ
ロエチレン、テトラ
クロロエチレン、ジ
クロロメタン 

×

環
境
基
準
項
目 

ダイオキシン類 ×
大気汚染防止法に基づ
く規制対象物質及び指
定物質(有害物質等) 

×

施設利用計画において、有害物質が発生す
るような施設はないため、環境保全上の支
障は生じないと考えられることから、項目
から除外した。 大気質 

粉じん等 ×

埋立地はクローズドシステム最終処分場で
あり、被覆設備を設置すると共に、埋立て
作業時には散水を行う計画である。したが
って、工作物の供用・稼動において、粉じ
ん等を発生させるような施設はないため、
環境保全上の支障は生じないと考えられる
ことから、項目から除外した。 

騒音 騒音 ○

振動 振動 ○

対象事業実施区域周辺に住居等が存在し、
工作物の供用・稼動（一般廃棄物の埋立作
業、浸出水処理プラントの稼動）、関係車両
の走行による騒音及び振動の発生が考えら
れるため、選定した。 

低周波 
空気振動 

低周波空気振動 ○

対象事業実施区域周辺に住居等が存在し、
工作物の供用・稼動（浸出水処理プラント
の稼動）による低周波空気振動の発生が考
えられるため、選定した。 

土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

造 成 地 の 
存 在 

 
工 作 物 の 
存 在 

 
土地の利用 

 
工 作 物 の 
供用・稼働 

 
関係車両の
走 行 

 
廃 棄 物 の 
発生・処理 

 
取 水 用 水 

 
エネルギー
の 使 用 

 
緑 化 等 

悪臭 
特定悪臭物質、臭気指
数、臭気強度等 

○
工作物の供用・稼動（一般廃棄物の埋立作
業）により発生する悪臭の発生が考えられ
るため、選定した。 

注) 対象項目で「○」は、本事業で環境影響評価の項目として選定する項目。 

  対象項目で「×」は、本事業で環境影響評価の項目として選定しない項目。 
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表 5.1-3(6) 環境影響評価の対象項目の選定理由及び除外理由(存在及び供用) 

影響要因 環境要素 
対象
項目

選定理由及び除外理由 

水素イオン濃度 ○
水の汚れ(生物化学
的酸素要求量等) 

○

溶存酸素 ○
全窒素、全燐 ○

工作物の供用・稼働により、施設からの生
活排水は合併浄化槽で処理され、処理水が
公共用水域へ放流されるため、選定した。

健康項目 ×

環
境
基
準
項
目 

ダイオキシン類 ×

排水基準項目 ×

要監視項目 ×

水質基準項目 ×

水道水質基準監視項目、
快適水質項目 

×

水の濁り(浮遊物質量) ×

埋立地はクローズドシステム最終処分場で
あり、浸出水はすべて浸出水処理施設にお
いて処理した後、最終処分場内で循環利用
する。したがって、左記に示す水質項目等
に対して影響を及ぼす排水等は行わないた
め、環境保全上の支障は生じないと考えら
れることから、項目から除外した。 
 
 

水質 
(地下水
の水質を
除く) 

塩分(塩素イオン)、水
温、透視度(透明度)、色、
濁度、電気伝導度等 

○

土地の利用として、樹林帯及び湿地帯から
施設利用への変更に伴って、流出係数が変
化し、降雨時における沢水流量が変化する
可能性があるため、選定した。 

環境基準項目 ×

排水基準項目 ×

要監視項目 ×

水底土砂の判定基準 ×

土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

造 成 地 の 
存 在 

 
工 作 物 の 
存 在 

 
土地の利用 

 
工 作 物 の 
供用・稼働 

 
関係車両の
走 行 

 
廃 棄 物 の 
発生・処理 

 
取 水 用 水 

 
エネルギー
の 使 用 

 
緑 化 等 

水底の 
底質 

硫化物、強熱減量、酸化
還元電位、含水率、粒度
組成等 

×

埋立地はクローズドシステム最終処分場で
あり、浸出水はすべて浸出水処理プラント
において処理した後、処理場内で循環させ
る。また、施設からの生活排水は合併浄化
槽で処理され、処理水は公共用水域に放流
するが、その放流水量は少量である。した
がって、左記に示す項目等に対して影響を
及ぼす排水等は行わないため、環境保全上
の支障は生じないと考えられることから、
項目から除外した。 

注) 対象項目で「○」は、本事業で環境影響評価の項目として選定する項目。 

  対象項目で「×」は、本事業で環境影響評価の項目として選定しない項目。 
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表 5.1-3(7) 環境影響評価の対象項目の選定理由及び除外理由(存在及び供用) 

影響要因 環境要素 
対象
項目

選定理由及び除外理由 

環境基準項目 ×

排水基準項目 ×

要監視項目 ×

水質基準項目 ×

水道水質基準監視項目、
快適水質項目 

×

埋立地はクローズドシステム最終処分場で
あり、浸出水はすべて浸出水処理施設にお
いて処理した後、最終処分場内で循環利用
する。したがって、左記に示す水質項目等
に対して影響を及ぼす排水等は行わないた
め、環境保全上の支障は生じないと考えら
れることから、項目から除外した。 
 
 

地下水の
水質及び
水位 

水素イオン濃度、塩分
(塩素イオン)、水温、透
視度(透明度)、色、濁度、
電気伝導度、水位等 

○

造成地の存在及び工作物（コンクリートピ
ット等の地下構造物、地下水の集排水管）
の存在により、風化層中の地下水位が変化
する可能性がある。また、土地の利用とし
て、樹林帯及び湿地帯から施設利用への変
更に伴って、流出係数が変化し、降雨時に
おける地下水位が変化する可能性がある。
さらに、取水用水により、施設用水として
地下水を取水し、地下水位が変化する可能
性があるため、選定した。 

地形 
及び地質 

地形及び地質、重要な地
形及び地質、土地の安定
性 

○

造成地の存在（人工盛土地質の存在）及び
工作物の存在により、地形及び地質、土地
の安定性への影響が考えられるため、選定
した。 

土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

造 成 地 の 
存 在 

 
工 作 物 の 
存 在 

 
土地の利用 

 
工 作 物 の 
供用・稼働 

 
関係車両の
走 行 

 
廃 棄 物 の 
発生・処理 

 
取 水 用 水 

 
エネルギー
の 使 用 

 
緑 化 等 

地盤 地盤沈下量 ×

施設給水として、敷地内に揚水井戸を設置
し、地下水くみ上げによる地盤沈下の可能
性があるが、対象事業実施区域内で地盤沈
下の可能性のある地質は、谷底の堆積物で
あり、盛土の基礎地盤として軟弱なため掘
削除去を行うため、地盤沈下の発生は想定
されない。また、対象事業実施区域周辺に
対しては、河川沿いに地盤沈下の可能性の
ある地質が分布するが、集水域が異なるた
め、直接地下水系は連動していないことか
ら地盤沈下を誘引することはない。したが
って、選定しない。 

注) 対象項目で「○」は、本事業で環境影響評価の項目として選定する項目。 

  対象項目で「×」は、本事業で環境影響評価の項目として選定しない項目。 
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表 5.1-3(8) 環境影響評価の対象項目の選定理由及び除外理由(存在及び供用) 

影響要因 環境要素 
対象
項目

選定理由及び除外理由 

環境基準項目 ×

施設利用計画において、土壌汚染の原因と
なる有害物質等を排出するような施設や行
為は行わない。なお、岩石には自然的に重
金属が含まれていることがあり、造成地の
存在において、対象事業区域内に分布する
花崗岩および風化花崗岩を対象とした掘削
工事や掘削土砂の盛土材料への転用した場
合、工事箇所から規制基準値を超過した重
金属が溶出し、周辺地下水や河川に影響を
与える可能性が考えられる。このため、工
事着工前に、現地土壌を対象に土壌環境基
準項目に係る含有量及び溶出試験を行い、
その安全性を確認する。 

土壌 

大気汚染防止法に基づ
く規制対象物質及び指
定物質(有害物質等) 

×

施設利用計画において、土壌汚染の原因と
なる有害物質等を排出するような施設や行
為は行わないため、環境保全上の支障は生
じないと考えられることから、項目から除
外した。 

日照阻害 日影時間及び日影範囲 ×

施設利用計画において、対象事業実施区域
周辺地域に対して日照障害を発生させるよ
うな大規模施設の建設はなく、また、周辺
に阻害されるような住居、施設等は存在し
ないた。 
主な建築物である管理棟及び被覆施設は谷
底平野に建設されるため、周辺の尾根部に
存在する樹林地等に大きな影響を及ぼすも
のではない。そのため、環境保全上の支障
は生じないと考えられることから、項目か
ら除外した。 

電波障害 電波の受信の状態 ×

施設計画において、対象事業実施区域周辺
地域に対して電波障害を発生させるような
行為は行わない。また、対象事業実施区域
周辺の住居等に対しては、現況においてケ
ーブルテレビが整備されているため、環境
保全上の支障は生じないと考えられること
から、項目から除外した。 

陸生動物 
動物相、重要な種及び注
目すべき生息地 

○

造成地の存在、工作物の存在、土地の利用、
工作物の供用・稼働、関係車両の走行及び
緑化等による陸生動物の生息環境への影響
が考えられるため、選定した。 

陸生植物 
植物相、植生、重要な種
及び群落 

○
造成地の存在、工作物の存在、土地の利用
及び緑化等による陸生植物の生育環境への
影響が考えられるため、選定した。 

土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

造 成 地 の 
存 在 

 
工 作 物 の 
存 在 

 
土地の利用 

 
工 作 物 の 
供用・稼働 

 
関係車両の
走 行 

 
廃 棄 物 の 
発生・処理 

 
取 水 用 水 

 
エネルギー
の 使 用 

 
緑 化 等 

水生生物 
動物相及び植物相、重要
な種、注目すべき生息地
並びに重要な群落 

○

造成地の存在、工作物の存在、土地の利用
及び工作物の供用・稼働による水生生物の
生息生育環境への影響が考えられるため、
選定した。 

注) 対象項目で「○」は、本事業で環境影響評価の項目として選定する項目。 

  対象項目で「×」は、本事業で環境影響評価の項目として選定しない項目。 
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表 5.1-3(9) 環境影響評価の対象項目の選定理由及び除外理由(存在及び供用) 

影響要因 環境要素 
対象
項目

選定理由及び除外理由 

生態系 
地域を特徴付ける生態
系 

○

造成地の存在、工作物の存在、土地の利用、
工作物の供用・稼働、関係車両の走行及び
緑化等による生態系への影響が考えられる
ため、選定した。 

人と自然
との触れ
合いの活
動の場 

主要な人と自然との触
れ合いの活動の場 

○

関係車両の走行により、主要な活動の場で
ある八手俣川やキャンプ場等の主要な人と
自然との触れ合いの活動の場への影響が考
えられるため、選定した。 

歴史的文
化的な遺
産 

史跡、名勝、天然記念物
及びこれに準ずるもの
並びに埋蔵文化財包蔵
地及び可能性のある場
所 

×

対象事業実施区域内には、歴史的文化的な
遺産等は存在しない。また、施設利用計画
において、対象事業実施区域周辺の歴史的
文化的な遺産等に影響を及ぼすような行為
は行わないため、環境保全上の支障は生じ
ないと考えられることから、項目から除外
した。 

景観 
主要な眺望点、景観資源
及び主要な眺望景観 

×

対象事業実施区域内には主要な眺望点、景
観資源は存在しない。また、施設は樹木に
囲まれており周辺地域からは施設が直接見
通せないため、環境保全上の支障は生じな
いと考えられることから、項目から除外し
た。 

廃棄物等 
一般廃棄物、産業廃棄物
及び建設工事等に伴う
副産物 

○
廃棄物の発生・処理として、浸出水処理プ
ラントの稼動に伴う処理汚泥が生ずるた
め、選定した。 

温室効果ガス ○

工作物（最終処分場及び浸出水処理プラン
ト）の供用・稼働、関係車両の走行及びエ
ネルギーの使用に伴い、温室効果ガスが発
生するため、選定した。 

土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

造 成 地 の 
存 在 

 
工 作 物 の 
存 在 

 
土地の利用 

 
工 作 物 の 
供用・稼働 

 
関係車両の
走 行 

 
廃 棄 物 の 
発生・処理 

 
取 水 用 水 

 
エネルギー
の 使 用 

 
緑 化 等 

温室等 
効果ガス 

オゾン層保護法規制対
象物質 

×

施設利用計画において、オゾン層保護法に
基づく規制対象物質の発生はないため、環
境保全上の支障は生じないと考えられるこ
とから、項目から除外した。 

注) 対象項目で「○」は、本事業で環境影響評価の項目として選定する項目。 

  対象項目で「×」は、本事業で環境影響評価の項目として選定しない項目。 

 

 



 

5.2-1 

5.2 調査、予測及び評価の手法 

5.2.1 大気質 

工事の実施、土地又は工作物の存在及び供用（以下「存在及び供用」という。）において

は、大気質に対する影響要因と環境要素の関係は以下に示すとおり想定される。 

 

 
 

上記の環境影響内容を踏まえ、大気質に係る調査・予測・評価手法を選定した。 

 

(1) 現地調査の手法及びその選定理由 

調査は、表5.2.1-1に示すとおり、事業特性及び地域特性において大気質に係る特別な

条件等がないことから、技術指針等において示されている一般的な手法を用いる。 

また、調査地点の設定理由は表5.2.1-2に示すとおりである。 

工
事
の
実
施 

存
在
及
び
供
用 

重機の稼動 

資材の運搬 

（工事用車両の走行） 

窒素酸化物 

浮遊粒子状物質 

粉じん等 

環境要素 影響要因 

関係車両（廃棄物運搬車両等）

の走行 

窒素酸化物 

浮遊粒子状物質 

地域特性 

対象事業実施区

域周辺に保全対

象となる住居等

が存在している。

土地の造成 粉じん等 

対象事業実施区

域周辺に保全対

象となる住居等

が存在している。
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表 5.2.1-1 大気質に係る現地調査手法 

環境要素 項目 調査方法 
調査地点 

(図5.2.1-1参照) 

調査頻度 

・時期等 

風向、風速、気温、

湿度、日射量、放射

収支量 

「地上気象観測指針」(2002年、

気象庁)に定める方法 

対象事業実施区域周

辺の集落付近1地点 
通年 

地上気象 

風向、風速 
「地上気象観測指針」(2002年、

気象庁)に定める方法 

対象事業実施区域周

辺の集落付近1地点 
通年 

窒素酸化物 

「二酸化窒素に係る環境基準に

ついて」(昭和53年、環境庁告示

第38号)に定める方法 

浮遊粒子状物質 

「大気の汚染に係る環境基準に

ついて」(昭和48年、環境庁告示

第25号)に定める方法 

対象事業実施区域周

辺の集落付近1地点 

工事用車両及び関係

車両の走行ルート沿

道5地点 

微小粒子状物質 

「微小粒子状物質に係る環境基

準について」（平成21年9月9日、

環境省告示第33号）に定める方法

対象事業実施区域周

辺の集落付近1地点 

4季/年 (各季

7日間連続〉

大気質 

粉じん ダストジャーによる測定 
対象事業実施区域周

辺の集落付近１地点 

4季/年 

(各季30日間

連続) 

 

表 5.2.1-2(1) 大気質に係る現地調査地点の設定理由 

測定項目 
地点 

番号 
地点名 設定根拠 

一般環境大気質 Ａ 下之川地区 対象事業実施区域に最も近接する集落における一般

環境大気質の現況を把握するため、設定する。 

沿道環境大気質 １ 竹原地区 工事用車両及び供用後における関係車両の走行ルー

ト沿道に位置する竹原地区において、沿道環境大気

質の現況を把握するため、設定する。 

 ２ 美杉消防団第７分団

第３格納庫 

工事用車両及び供用後における関係車両の走行ルー

ト沿道に位置する下之川地区において、沿道環境大

気質の現況を把握するため、設定する。 

 ３ 下之川診療所 同上 

 ４ 下多気地区 工事用車両の走行ルート沿道に位置する下多気地区

において、沿道環境大気質の現況を把握するため、

設定する。 

 ５ 多気診療所 供用後における関係車両の走行ルート沿道に位置す

る上多気地区において、沿道環境大気質の現況を把

握するため、設定する。 

 

表 5.2.1-2(2) 地上気象に係る現地調査地点の設定理由 

測定項目 
地点 

番号 
地点名 設定根拠 

風向、風速、気

温、湿度、日射

量、放射収支量 

Ａ 下之川地区 
下之川地区における気象の現況を把握するため、設

定する。 

風向、風速 Ｂ 下多気地区 
下多気地区における気象の現況を把握するため、設

定する。 
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(2) 予測の手法及びその選定理由 

予測は、表5.2.1-3に示すとおり、事業特性及び地域特性において大気質に係る特別な

条件等がないことから、技術指針等に示されている基本的な手法である大気拡散モデル

による理論計算あるいは既存の事例の引用による手法を用いる。 

 

表 5.2.1-3 大気質に係る予測手法 

影響要因 項目 予測事項 予測方法 予測地域 予測対象時期等 

二酸化窒素 

浮遊粒子状物質 

建設機械及び工

事用車両からの

排出ガス(年平均

値、1時間値) 

大気拡散式 建設機械の稼

働範囲近傍及

び工事用車両

の走行ルート

沿道 

建設機械の稼働及び

工事用車両による影

響が最大となる時期 

（建設機械：建設地内

の造成工事が最盛期

となる工事1～2年目、

工事用車両：工事第1

期；工事3年目、工事

第2期；工事5年目） 

工事の実施 

粉じん等 工事箇所からの

降下ばいじん 

既存の事例

の解析によ

り得られた

経験式 

工事箇所の近

傍に位置する

集落 

工事箇所からの降下

ばいじんによる影響

が最大となる時期 

（建設地内の造成工

事が最盛期となる工

事1～2年目） 

存在及び 

供用 

二酸化窒素 

浮遊粒子状物質 

関係車両からの

排ガス（年平均

値、1時間値) 

大気拡散式 関係車両の走

行ルート沿道 

事業活動が定常状態

となる時期 

 

(3) 評価の手法及びその選定理由 

評価は、以下に示すとおり、事業特性及び地域特性において大気質に係る特別な条件

等がないことから、技術指針等に示されている手法を用いる。 

 

1) 環境影響の回避・低減 

民家等に対する排出ガス及び降下ばいじんの影響が、実行可能な範囲内で出来る限り

回避または低減（工事中の散水による降下ばいじん発生量の低減等）されており、必要

に応じてその他の方法により環境保全についての配慮が適正になされているか否かにつ

いて評価を行う。 

 

2) 基準又は目標との整合性 

国または三重県による環境保全上の基準または目標が示されている場合には、それら

と調査及び予測結果との間に整合が図られているか否かについて評価を行う。 

以上のことから、粉じん等については、参考値（スパイクタイヤ粉じんの指標値

20t/km2/月と降下ばいじんの比較的高い地域の値10t/km2/月の差（10t/km2/月））との整

合、二酸化窒素については環境基準及び三重県の環境保全目標との整合、浮遊粒子状物

質については環境基準との整合が図られているか否かを評価する。 
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図 6.1-1 大気質調査地点 

 

図 5.2.1-1 大気質調査地点
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5.2.2 騒 音 

工事の実施、存在及び供用においては、騒音に対する影響要因と環境要素の関係は以下

に示すとおり想定される。 

 

 

 

上記の環境影響内容を踏まえ、騒音に係る調査・予測・評価手法を選定した。 

 

 

(1) 現地調査の手法及びその選定理由 

調査は、表5.2.2-1に示すとおり、事業特性及び地域特性において騒音に係る特別な条

件等がないことから、技術指針等において示されている一般的な調査手法を用いる。 

また、調査地点の設定理由は表5.2.2-2に示すとおりである。 

表 5.2.2-1 騒音に係る現地調査手法 

環境要素 項目 調査方法 
調査地点 

(図5.2.2-1参照) 

調査頻度 

・時期等 

環境騒音 
対象事業実施区域周

辺の集落付近1地点 

騒音 
道路交通騒音 

道路交通量 

「騒音に係る環境基準について」

(平成10年環境庁告示第64号)に

定める方法等 
工事用車両及び関係

車両の走行ルート沿

道6地点 

1回/年 

(春季若しく

は晩秋の平日

に24時間連続

測定) 

 

工
事
の
実
施 

存
在
及
び
供
用 

重機の稼動 

資材の運搬 

（工事用車両の走行） 

建設作業騒音

道路交通騒音

環境要素 影響要因 

関係車両（廃棄物運搬車両等）

の走行 

作業騒音 

道路交通騒音

発破作業 

工作物の供用・稼働（一般

廃棄物の埋立て作業、浸出

水処理プラントの稼働） 

地域特性 

対象事業実施区

域周辺に保全対

象となる住居等

が存在している。

対象事業実施区

域周辺に保全対

象となる住居等

が存在している。
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表 5.2.2-2 騒音・振動・低周波空気振動に係る現地調査地点の設定理由 

測定項目 
地点 

番号 
地点名 設定根拠 

環境騒音・振動 

低周波空気振動 

Ａ 下之川地区 対象事業実施区域に最も近接する集落における環境

騒音・振動及び低周波空気振動の現況を把握するた

め、設定する。 

道路交通騒音・

振動 

１ 竹原地区（①） 工事用車両及び供用後における関係車両の走行ルー

ト沿道に位置する竹原地区において、道路交通騒

音・振動の現況を把握するため、設定する。 

 ２ 竹原地区（②） 同上 

 ３ 美杉消防団第７分団

第３格納庫 

工事用車両及び供用後における関係車両の走行ルー

ト沿道に位置する下之川地区において、道路交通騒

音・振動の現況を把握するため、設定する。 

 ４ 下之川診療所 同上 

 ５ 下多気地区 工事用車両の走行ルート沿道に位置する下多気地区

において、道路交通騒音・振動の現況を把握するた

め、設定する。 

 ６ 多気診療所 供用後における関係車両の走行ルート沿道に位置す

る上多気地区において、道路交通騒音・振動の現況

を把握するため、設定する。 

 

(2) 予測の手法及びその選定理由 

予測は、表5.2.2-3に示すとおり、事業特性及び地域特性において騒音に係る特別な条

件等がないことから、技術指針等に示されている基本的な手法である音の伝搬理論に基

づく予測手法を用いる。 

 

表 5.2.2-3(1) 騒音に係る予測手法 

影響要因 項目 予測事項 予測方法 予測地域 予測対象時期等 

騒音レベルの

90％レンジの

上端値 

建設機械の稼

働による騒音

影響 

自由空間における

点音源の伝搬理論

式等を用いて算出

敷地境界及び対

象事業実施区域

周辺の民家等 

建設機械の稼働によ

る影響が最大となる

時期 

（建設地内の造成工

事が最盛期となる工

事1～2年目） 

騒音レベルの

最大値 

発破作業によ

る騒音影響 

発破音の推定式を

用いて算出 

敷地境界及び対

象事業実施区域

周辺の民家等 

発破作業による影響

が最大となる時期 

（建設地内の造成工

事が最盛期となる工

事1～2年目） 

工事の実施 

等価騒音レベ

ル 

工事用車両の

走行による騒

音影響 

音の伝搬理論に基

づく予測式とし

て、（社）日本音響

学会が提案した式

（ ASJ RTN-Model 

2008）を用いて等

価騒音レベルを予

測 

工事用車両の走

行ルート沿道 

工事用車両による影

響が最大となる時期

（工事第1期：工事3

年目、工事第2期：工

事5年目） 
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表 5.2.2-3(2) 騒音に係る予測手法 

影響要因 項目 予測事項 予測方法 予測地域 予測対象時期等 

騒音レベルの

90％レンジの

上端値 

埋立作業によ

る騒音影響及

び施設稼働に

伴う騒音影響

自由空間における

点音源の伝搬理論

式等を用いて算出

敷地境界及び

対象事業実施

区域周辺の民

家等 

事業活動が定常状態

となる時期 

埋立作業によ

る騒音影響及

び施設稼働に

伴う騒音影響

自由空間における

点音源の伝搬理論

式等を用いて算出

敷地境界及び

対象事業実施

区域周辺の民

家等 

事業活動が定常状態

となる時期 

存在及び 

供用 

等価騒音レベ

ル 

関係車両の走

行による騒音

影響 

音の伝搬理論に基

づく予測式とし

て、（社）日本音響

学会が提案した式

（ ASJ RTN-Model 

2008）を用いて等

価騒音レベルを予

測 

関係車両の走

行ルート沿道 

事業活動が定常状態

となる時期 

 

 

(3) 評価の手法及びその選定理由 

評価は、以下に示すとおり、事業特性及び地域特性において騒音に係る特別な条件等

がないことから、技術指針等に示されている手法を用いる。 

 

1) 環境影響の回避・低減 

騒音の影響が、実行可能な範囲内で出来る限り回避または低減（設備機器はできる限

り低騒音型のものを使用することや重量物の運搬時に低速走行の履行等）されているか、

必要に応じてその他の方法により環境保全についての配慮が適正になされているか否か

について評価を行う。 

 

2) 基準又は目標との整合性 

国または三重県による環境保全上の基準または目標が示されている場合には、それら

と調査及び予測結果との間に整合が図られているか否かについて評価を行う。 

以上のことから、建設作業騒音、道路交通騒音、施設稼働騒音については環境基準や

規制基準との整合が図られているか否かを評価する。 
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図 6.2-1 騒音・振動調査地点 

 

 

 

図 5.2.2-1 騒音・振動・低周波空気振動調査地点



 

5.2-9 

 

5.2.3 振 動 

工事の実施、存在及び供用においては、振動に対する影響要因と環境要素の関係は以下

に示すとおり想定される。 

 

 

 

上記の環境影響内容を踏まえ、振動に係る調査・予測・評価手法を選定した。 

 

 

工
事
の
実
施 

存
在
及
び
供
用 

重機の稼動 

資材の運搬 

（工事用車両の走行） 

建設作業振動

道路交通振動

環境要素 影響要因 

関係車両（廃棄物運搬車両等）

の走行 

作業振動 

道路交通振動

発破作業 

工作物の供用・稼働（一般

廃棄物の埋立て作業、浸出

水処理プラントの稼働） 

地域特性 

対象事業実施区

域周辺に保全対

象となる住居等

が存在している。

対象事業実施区

域周辺に保全対

象となる住居等

が存在している。
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(1) 現地調査の手法及びその選定理由 

調査は、表5.2.3-1に示すとおり、事業特性及び地域特性において振動に係る特別な条

件等がないことから、技術指針等において示されている一般的な調査手法を用いる。 

また、調査地点の設定理由は表5.2.2-2に示すとおりである。 

表 5.2.3-1 振動に係る現地調査手法 

環境要素 項目 調査方法 
調査地点 

(図5.2.2-1参照) 

調査頻度 

・時期等 

環境振動 

「特定工場等において発生する

振動の規制に関する基準」（昭和

51 年、環境庁告示第 90 号）に定

める方法 

対象事業実施区域周辺

の集落付近1地点 

道路交通振動 

「振動規制法施行規則」（昭和 51

年、総理府令第 58 号）に定める

方法 

工事用車両及び関係車

両の走行ルート沿道6

地点 

1回/年 

(平日に24時

間連続測定)

※騒音と同

時調査 
振動 

地盤卓越振動数 周波数分析による方法 

道路交通振動と同様の

6地点 

1 回/年 
(大型車走行

時10 回) 

 

(2) 予測の手法及びその選定理由 

予測は、表5.2.3-2に示すとおり、事業特性及び地域特性において振動に係る特別な条

件等がないことから、技術指針等に示されている基本的な手法である振動の伝播距離減

衰式や経験式等の予測手法を用いる。 

表 5.2.3-2 振動に係る予測手法 

影響要因 項目 予測事項 予測方法 予測地域 予測対象時期等 

振動レベル

の80％レン

ジの上端値

(L10) 

建設機械の稼

働による振動

影響 

振動の発生及び伝搬

に係る既存データを

用いた伝搬距離減衰

式を用いて算出 

敷地境界及び

対象事業実施

区域周辺の民

家等 

建設機械の稼働による影

響が最大となる時期 

（建設地内の造成工事が

最盛期となる工事1～2年

目） 

振動レベル

の最大値 

発破作業によ

る振動影響 

変位速度と振動レベ

ルの関係式を用いて

算出 

敷地境界及び

対象事業実施

区域周辺の民

家等 

発破作業による影響が最

大となる時期 

（建設地内の造成工事が

最盛期となる工事1～2年

目） 

工事の実施 

振動レベル

の80％レン

ジの上端値

(L10) 

工事用車両の

走行による振

動影響 

建設省土木研究所提

案式を用いて振動レ

ベルの80％レンジの

上端値(L10)を算出 

工事用車両の

走行ルート沿

道 

工事用車両による影響が

最大となる時期 

（工事第1期：工事3年目、

工事第2期：工事5年目）

振動レベル

の80％レン

ジの上端値

(L10) 

埋立作業によ

る振動影響及

び施設稼働に

伴う振動影響

振動の発生及び伝搬

に係る既存データを

用いた伝搬距離減衰

式を用いて算出 

敷地境界及び

対象事業実施

区域周辺の民

家等 

事業活動が定常状態とな

る時期 

存在及び 

供用 振動レベル

の80％レン

ジの上端値

(L10) 

関係車両の走

行による振動

影響 

建設省土木研究所提

案式を用いて振動レ

ベルの80％レンジの

上端値(L10)を算出 

関係車両の走

行ルート沿道 

事業活動が定常状態とな

る時期 
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(3) 評価の手法及びその選定理由 

評価は、以下に示すとおり、事業特性及び地域特性において振動に係る特別な条件等

がないことから、技術指針等に示されている手法を用いる。 

 

1) 環境影響の回避・低減 

振動の影響が、実行可能な範囲内で出来る限り回避または低減（設備機器はできる限

り低振動型のものを使用することや重量物の運搬時に低速走行の履行等）されており、

必要に応じてその他の方法により環境保全についての配慮が適正になされているか否か

について評価を行う。 

 

2) 基準又は目標との整合性 

建設作業振動については、振動規制法施行規則による特定建設作業に伴って発生する

振動の規制に関する基準との整合性が図られているか否かを評価する。 

道路交通振動については振動規制法による要請限度値との整合が図られているか否か

を評価する。 

施設稼働振動については規制基準との整合が図られているか否かを評価する。 
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5.2.4 低周波空気振動 

工事の実施、存在及び供用においては、低周波空気振動に対する影響要因と環境要素

の関係は以下に示すとおり想定される。 

 

 

 

上記の環境影響内容を踏まえ、低周波空気振動に係る調査・予測・評価手法を選定した。 

 

 

(1) 現地調査の手法及びその選定理由 

調査は、表5.2.4-1に示すとおり、事業特性及び地域特性において低周波空気振動を発

生させる構造物や施設は存在しないため、住居等の保全対象の立地状況について調査を

行う。 

また、調査地点の設定理由は表5.2.2-2に示すとおりである。 

 

表 5.2.4-1 低周波空気振動に係る現地調査手法 

環境要素 項目 調査方法 
調査地点 

（図5.2.2-1参照） 

調査頻度 

・時期等 

低周波空

気振動 

音圧レベル 

周波数特性 

「低周波音の測定方法に関する

マニュアル」（平成12年、環境庁）

に定める方法 

対象事業実施区域周

辺の集落付近（環境騒

音と同地点） 

1回/年 

 

工
事
の
実
施 

存
在
及
び
供
用 

低周波空気振動 

環境要素 影響要因 

低周波空気振動 

発破作業 

工作物の供用・稼働 

（浸出水処理プラントの

稼働） 

地域特性 

対象事業実施区

域周辺に保全対

象となる住居等

が存在している。

対象事業実施区

域周辺に保全対

象となる住居等

が存在している。
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(2) 予測の手法及びその選定理由 

予測は、表5.2.4-2に示すとおり、事業特性及び地域特性において低周波空気振動に係

る特別な条件等がないことから、低周波音圧レベル（1～80Hzの50％時間率音圧レベルL50、

1～20HzのG特性5％時間率音圧レベルLG5及びＧ特性音圧レベルLG）を予測するための式を

用いた理論計算や事例の引用又は解析による予測手法を用いる。 

 

表 5.2.4-2 低周波空気振動に係る予測手法 

影響要因 項目 予測事項 予測方法 予測地域 予測対象時期等 

工事の実施 

低周波音圧レ

ベル 

発破作業によ

る影響 

音圧レベルを予

測するための式

を用いて予測 

敷地境界及び対

象事業実施区域

周辺の民家等 

発破作業による影響

が最大となる時期 

（建設地内の造成工

事が最盛期となる工

事1～2年目） 

存在及び 

供用 

低周波音圧レ

ベル 

施設の供用・稼

働に伴う影響

事例の引用又は

解析 

敷地境界及び対

象事業実施区域

周辺の民家等 

事業活動が定常状態

となる時期 

 

(3) 評価の手法及びその選定理由 

評価は、以下に示すとおり、事業特性及び地域特性において低周波空気振動に係る特

別な条件等がないことから、技術指針等に示されている手法を用いる。 

 

1) 環境影響の回避・低減 

低周波空気振動の影響が、実行可能な範囲内で出来る限り回避または低減（発破１回

当たりの薬量少量化等）されており、必要に応じてその他の方法により環境保全につい

ての配慮が適正になされているか否かについて評価を行う。 

 

2) 基準又は目標との整合性 

低周波空気振動については、規制基準等が定められていないため、参考値（「低周波空

気振動調査報告書」（環境庁大気保全局）で示されている一般環境中に存在する低周波音

圧レベル：1～80Hzの50％時間率音圧レベルL50で90dB、「ISO 7196」に規定されたG特性

低周波音圧レベル（1～20HzのG特性5％時間率音圧レベルLG5で100dB）、「低周波音問題対

応の手引き」（環境省環境管理局大気生活環境室）で示されている心身に係る苦情に関す

る評価指針（Ｇ特性音圧レベルLGで92dB））との整合性が図られているか否かを評価する。 

発破作業による低周波空気振動については、「あんな発破 こんな発破 発破事例集」 

(平成14年、日本火薬工業会)により示されている発破音(低周波音)の人を対象とした

提言値(管理値)との整合が図られているか否かを評価する。 
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5.2.5 悪 臭 

存在及び供用においては、悪臭に対する影響要因と環境要素の関係は以下に示すとおり

想定される。 

 

 

上記の環境影響内容を踏まえ、悪臭に係る調査・予測・評価手法を選定した。 

 

(1) 現地調査の手法及びその選定理由 

調査は、表5.2.5-1に示すとおり、事業特性及び地域特性において悪臭に係る特別な条

件等がないことから、技術指針等において示されている一般的な調査手法を用いる。 

また、調査地点の設定理由は表5.2.1-2（1）一般環境大気に示すとおりである。 

 

表 5.2.5-1 悪臭に係る現地調査手法 

環境要素 項目 調査方法 
調査地点 

(図5.2.5-1参照) 

調査頻度 

・時期等 

特定悪臭物質 「特定悪臭物質の測定の方法」に

定める測定方法 

悪臭 臭気指数 「臭気指数及び臭気排出強度の

算定の方法（嗅覚測定法）」に定

める測定方法 

対象事業実施区域周

辺の集落１地点 

1回/年 

(臭気の影響

が最も大きく

なる夏季) 

 

(2) 予測の手法及びその選定理由 

予測は、表5.2.5-2に示すとおり、事業特性及び地域特性において悪臭に係る特別な条

件等がないことから、技術指針等に示されている基本的な手法である事例の引用、ある

いは解析による手法を用いる。 

表 5.2.5-2 悪臭に係る予測手法 

影響要因 項目 予測事項 予測方法 予測地域 予測対象時期等 

特定悪臭物質 

一般廃棄物の埋立て作

業に伴う特定悪臭物質

濃度 
存在及び 

供用 
臭気指数 一般廃棄物の埋立て作

業に伴う臭気指数 

事例の引用

あるいは解

析 

対象事業実施

区域周辺の集

落付近 

事業活動が定常状

態となる時期 

 

存
在
及
び
供
用 

環境要素 影響要因 

工作物の供用・稼働 

（一般廃棄物の埋立て作業） 悪臭 

地域特性 

対象事業実施区

域周辺に保全対

象となる住居等

が存在している。
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(3) 評価の手法及びその選定理由 

評価は、以下に示すとおり、事業特性及び地域特性において悪臭に係る特別な条件等

がないことから、技術指針等に示されている手法を用いる。 

 

1) 環境影響の回避・低減 

悪臭の影響が、実行可能な範囲内で出来る限り回避または低減（被覆施設の設置や汚

れやすい箇所の定期的な清掃等）されており、必要に応じてその他の方法により環境保

全についての配慮が適正になされているか否かについて評価を行う。 

 

2) 基準又は目標との整合性 

国または三重県による環境保全上の基準または目標が示されている場合には、それら

と調査及び予測結果との間に整合が図られているか否かについて評価を行う。 

悪臭については、悪臭防止法に基づき総理府令で定める規制基準及び三重県「悪臭規

制の手引き」との整合性が図られているか否かを評価する。 
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図 6.5.1 悪臭調査地点 

図 5.2.5-1 悪臭調査地点 
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5.2.6 水質（地下水の水質を除く） 

工事の実施、存在及び供用においては、水質（地下水の水質を除く）に対する影響要因

と環境要素の関係は以下に示すとおり想定される。 

 

 

 

上記の環境影響内容を踏まえ、水質（地下水の水質を除く）に係る調査・予測・評価手

法を選定した。 

 

工
事
の
実
施 

存
在
及
び
供
用 

工作物の建設 

（コンクリート打設） 

地盤改良 

水素イオン濃度 

（pH） 

浮遊物質量 

（SS） 

環境要素 影響要因 

工作物の供用・稼動 

（生活排水の排水） 

水素イオン濃度（pH）、

浮遊物質量（SS）、生

物化学的酸素要求量

（BOD）、化学的酸素要

求量（COD）、溶存酸素

量（DO）、大腸菌群数、

全窒素（T-N）、全燐

（T-P） 

沢水流量 
土地の利用 

（流出係数の変化） 

地域特性 

 

対象事業実施区域

内及びその周辺で

は、沢水は取水利用

されており、下流域

の雲出川は AA 類型

に指定されている。

工事用道路等の建設 

土地の造成 

対象事業実施区域

内及びその周辺で

は、沢水は取水利用

されており、下流域

の雲出川は AA 類型

に指定されている。
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(1) 現地調査の手法及びその選定理由 

調査は、表5.2.6-1に示すとおり、事業特性及び地域特性において水質に係る特別な条

件等がないことから、技術指針等において示されている一般的な調査手法を用いる。 

また、調査地点の設定理由は表5.2.6-2に示すとおりである。 

 

表 5.2.6-1 水質（地下水の水質を除く）に係る現地調査手法 

環境要素 項目 調査方法 
調査地点 

(図5.2.6-1参照) 

調査頻度・時

期等 

生活環境項目 

水素イオン濃度（pH）、浮遊物質

量（SS）、生物化学的酸素要求量

（BOD）、化学的酸素要求量

(COD)、溶存酸素量（DO）、大腸

菌群数、全窒素（T-N）、全燐（T-P）

「水質汚濁に係る環境基

準について」(昭和46年12

月28日、環境庁告示第59

号)に定める方法 

対象事業実施区域周

辺の6地点 

12回/年 

（月1回） 

健康項目 

カドミウム、全シアン、鉛、六

価クロム、砒素、総水銀、アル

キル水銀、ＰＣＢ、ジクロロメ

タン、四塩化炭素、1，2-ジクロ

ロエタン、1，1-ジクロロエチレ

ン、シス-1，2-ジクロロエチレ

ン、1，1，1-トリクロロエタン、

1，1，2-トリクロロエタン、ト

リクロロエチレン、テトラクロ

ロエチレン、1，3-ジクロロプロ

ペン、チウラム、シマジン、チ

オベンカルブ、ベンゼン、セレ

ン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒

素、ふっ素、ほう素、1，4-ジオ

キサン 

同上 同上 4回/年 

ダイオキシン類 

「ダイオキシン類による

大気の汚染、水質の汚濁

（水底の底質の汚染を含

む。）及び土壌の汚染に係

る環境基準」(平成11年12

月27日、環境庁告示第68

号）に定める方法 

同上 

4回/年 

濁水調査(浮遊物質量(SS)、流

量) 

「水質汚濁に係る環境基

準について」(昭和46年12

月28日、環境庁告示第59

号)に定める方法 

流速計、容器法、浮子法に

よる方法 

同上 3回/年 

濁水発生時 

流量 
流速計、容器法、浮子法に

よる方法 

同上 12回/年 

（月1回）

水質 

土壌沈降試験(ジャーテスト) 

土壌を採取し、水で希釈調

整後、経時的にSSを測定す

る方法 

対象事業実施区域内

の改変区域5地点 1回/年 
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表 5.2.6-2 水質に係る現地調査地点の設定理由 

調査項目 
地点

番号
地点名 設定根拠 

１ 八手俣川上流 対象事業実施区域内を流下する沢と八手俣川との合流点

の上流地点において、水質の現況を把握するため、設定す

る。 

２ 八手俣川合流前 対象事業実施区域内を流下する沢の八手俣川との合流前

の地点において、水質の現況を把握するため、設定する。

３ 八手俣川下流 対象事業実施区域内を流下する沢と進入路が交差する沢

の八手俣川との合流点の下流地点において、水質の現況を

把握するため、設定する。 

４ 調整池下 対象事業実施区域内の調整池設置位置おいて、水質の現況

を把握するため、設定する。 

５ 取水施設 1 進入路が交差する沢にある取水施設おいて、水質の現況を

把握するため、設定する。 

生活環境項目 

健康項目 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 

濁水 

流量 

 

 

６ 取水施設 2 同上 

土壌沈降試験 

(ｼﾞｬｰﾃｽﾄ) 

 対象事業実施区

域の改変区域内

５地点 

対象事業実施区域内を踏査し、試料採取可能な露頭より採

取する。 

 

(2) 予測の手法及びその選定理由 

予測は、表5.2.6-3に示すとおり、事業特性及び地域特性において水質に係る特別な条

件等がないことから、技術指針等に示されている基本的な手法である事例の引用、ある

いは解析による手法を用いる。 
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表 5.2.6-3 水質（地下水の水質を除く）に係る予測手法 

影響要因 項目 予測事項 予測方法 予測地域 予測対象時期等 

水素イオン 

濃度（pH） 

コンクリート

打設工事及び

地盤改良によ

るアルカリ排

水の影響 

事例の引用あるい

は解析 

コンクリート打

設工事によるア

ルカリ排水等が

流入する可能性

のある水域 

アルカリ排水の影響

が最大となる時期

（コンクリート打設

工事の最盛期） 

工事の実施 

浮遊物質量 

（SS） 

土地の造成及

び工事用道路

等の建設に伴

う濁水の影響

事例の引用あるい

は解析 

土地の造成に伴

う濁水が流入す

る可能性のある

水域 

土地の造成に伴う濁

水の影響が最大とな

る時期（建設地内の

造成工事が最盛期と

なる工事1～2年目）

水素イオン濃

度（pH）、生物

化学的酸素要

求量（BOD）、化

学的酸素要求

量(COD)、溶存

酸素量（DO）、

全窒素（T-N）、

全燐（T-P）、浮

遊物質量（SS） 

生活排水の排

水に伴う環境

基準及び農業

用水基準の項

目に対する影

響 

同上 調整池下流の水

域 

事業活動が定常状態

となる時期 

存在及び 

供用 

流量 

土地利用の変

更に伴う沢水

流量に対する

影響 

同上 同上 同上 

 

(3) 評価の手法及びその選定理由 

評価は、以下に示すとおり、事業特性及び地域特性において水質に係る特別な条件等

がないことから、技術指針等に示されている手法を用いる。 

 

1) 環境影響の回避・低減 

降雨時の濁水及びアルカリ排水による下流河川の水質に与える影響が、実行可能な範

囲内で出来る限り回避または低減（施設排水は完全クローズドとし、一切外部へ排水し

ないことや工事中の仮設沈砂池または調整池の設置等）されており、必要に応じてその

他の方法により環境保全についての配慮が適正になされているか否かについて評価を行

う。 

 

2) 基準又は目標との整合性 

国または三重県による環境保全上の基準または目標が示されている場合には、それら

と調査及び予測結果との間に整合が図られているか否かについて評価を行う。 

以上のことから、水質については環境基準や規制基準との整合が図られているか否か

を評価する。濁水の影響については濁水発生時の現況濃度との整合が図られているか否

かを評価する。
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図 6.6.1 水質調査地点 

 

図 5.2.6-1 水質調査地点 
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5.2.7 地下水の水質及び水位 

工事の実施、存在及び供用においては、地下水の水質及び水位に対する影響要因と環境

要素の関係は以下に示すとおり想定した。 

 

 

 

上記の環境影響内容を踏まえ、地下水の水質及び水位に係る調査・予測・評価手法を選

定した。 

 

工
事
の
実
施 

存
在
及
び
供
用 

土地の造成 

工作物の建設 

濁度 

水素イオン濃度

（pH） 

環境要素 影響要因 

造成地の存在 

地下水位 

工作物の存在 

（コンクリートピット等

の地下構造物） 

土地の利用 

（流出係数の変化） 

取水用水 

（施設用水のための地下

水揚水） 

地下水位 

地域特性 

対象事業実施区

域内及びその周

辺では、地下水

を飲料水等の用

途で取水利用さ

れている。 

地盤改良 

対象事業実施区

域内及びその周

辺では、地下水

を飲料水等の用

途で取水利用さ

れている。 
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(1) 現地調査の手法及びその選定理由 

調査は、表5.2.7-1に示すとおり、事業特性及び地域特性において地下水の水質及び水

位に係る特別な条件等がないことから、技術指針等において示されている一般的な調査

手法を用いた。 

また、調査地点の設定理由は表5.2.7-2に示すとおりである。 

 

表 5.2.7-1 地下水の水質及び水位に係る現地調査手法 

環境要素 項目 調査方法 
調査地点 

(図5.2.7-1参照) 

調査頻度・時

期等 

現地調査（水文地質踏査）によっ

て湧水地点、沢水流量等の地表部

における水文状況を把握する。 

調査範囲内において井戸分布お

よび各井戸の水位を把握する。 

既往のボーリングデータをもと

に帯水層の分布や地下水位の状

態を把握する。 

対象事業実施区域を含む流

域および東側・西側に隣接す

る沢を含む範囲 

（概ね対象事業実施区域か

ら300～500ｍ程度の範囲。対

象事業実施区域の流域は左

右に隣接する流域より河床

標高が高いため、より標高の

低い（地下水の流出している

可能性のある）隣接流域の対

象事業実施区域側を含める） 

現地調査（水

文地質踏査）1

回 

 

地下水位観測

12回/年（月1

回） 

地下水位 

対象事業実施区域と外部の境界

の尾根部等においてボーリング

調査を行い、帯水層の構造を把握

するとともに、観測井戸を設置し

地下水位を把握する。 

地下水位観測孔（最終処分場

の最下流部1地点、上流側の

尾根上3地点） 

現地調査1回 

地下水位観測

12回/年（月1

回） 

地下水の

水質及び

水位 

pH、濁度、

電気伝導率

現地にて採水等を行い、環境庁告

示等に定める方法による分析 

同上 同上 

 

表 5.2.7-2 地下水に係る現地調査地点の設定理由 

測定項目 
地点 

番号 
地点名 設定根拠 

１ 最終処分場下流側 対象事業実施区域が位置する小流域において、最終

処分場の下流側に位置する調整池設置位置におい

て、地下水の現況を把握するため、設定する。 

２ 最終処分場西側 対象事業実施区域が位置する小流域において、最終

処分場の西側（左岸側）において、地下水の現況を

把握するため、設定する。 

３ 最終処分場東側 対象事業実施区域が位置する小流域において、最終

処分場の東側（右岸側）において、地下水の現況を

把握するため、設定する。 

地下水位、pH、

濁度、電気伝導

率 

４ 最終処分場上流側 対象事業実施区域が位置する小流域において、最終

処分場の上流側において、地下水の現況を把握する

ため、設定する。 
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(2) 予測の手法及びその選定理由 

予測は、表5.2.7-3に示すとおり、事業特性及び地域特性において地下水の水質及び水

位に係る特別な条件等がないことから、技術指針等に示されている基本的な手法である

事例の引用、あるいは解析による手法を用いる。 

 

表 5.2.7-3 地下水の水質及び水位に係る予測手法 

影響要因 項目 予測事項 予測方法 予測地域 予測対象時期等 

地下水位の変

化 

地下水位の変

化、地下水位

流動方向に対

する影響 

対象事業実施区域

及びその周辺の地

形・地質、事業内

容を勘案して定性

的に予測 

調査地域と同

様 

土地の造成による影

響が最大となる時期

（建設地内の造成工

事が最盛期となる工

事1～2年目） 

工事の実施 

pH、濁度 土地の造成工

事による降雨

時の濁水の影

響及びコンク

リート打設工

事及び地盤改

良によるアル

カリ排水の影

響 

事例の引用等によ

る定性的予測 

土地の造成に

よる濁水及び

工作物の建設

におけるコン

クリート打設

工事によるア

ルカリ排水等

が流入する可

能性のある水

域 

土地の造成及び工作

物の建設による影響

が最大となる時期（建

設地内の造成工事及

び工作物の建設が最

盛期となる工事1～3

年目） 

存在及び 

供用 

地下水位の変

化 

地下水位の変

化、地下水位

流動方向に対

する影響 

対象事業実施区域

及びその周辺の地

形・地質、事業内

容を勘案して定性

的に予測 

調査地域と同

様 

事業活動が定常状態

となる時期 

 

(3) 評価の手法及びその選定理由 

評価は、以下に示すとおり、事業特性及び地域特性において地下水の水質及び水位に

係る特別な条件等がないことから、技術指針等に示されている手法を用いる。 

 

1) 環境影響の回避・低減 

土地の造成及び工作物の建設に伴い、地下水の濁度、水素イオン濃度（pH）及び地下

水位への影響及び造成地の存在、工作物の存在、土地の利用及び取水用水に伴う地下水

位の影響が、実行可能な範囲内で出来る限り回避または低減（施設排水は完全クローズ

ドとし、一切外部へ排水しないこと等）されており、必要に応じてその他の方法により

環境保全についての配慮が適正になされているか否かについて評価を行なう。 
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図 6.7.1 地下水水質調査地点 

図 5.2.7-1 地下水の水質及び水位観測範囲、地点
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5.2.8 地形及び地質 

工事の実施、存在及び供用においては、地形及び地質に対する影響要因と環境要素の関

係は以下に示すとおり想定した。 

 

 

 

 上記の環境影響内容を踏まえ、地形及び地質に係る調査・予測・評価手法を選定した。 

 

(1) 現地調査の手法及びその選定理由 

調査は、表5.2.8-1に示すとおり、事業特性及び地域特性において地形及び地質に係る

特別な条件等がないことから、技術指針等において示されている一般的な調査手法を用

いる。 

 

表 5.2.8-1 地形及び地質に係る現地調査手法 

環境要素 項目 調査方法 
調査地点・調査範囲 

(図5.2.7-1参照) 

調査頻度 

・時期等 

地形及び 

地質 

地形及び地質 

土地の安定性 

・関連文献および既往のボーリ

ング調査資料（推定活断層及

び球状花崗岩に係る調査も

含む） 

・現地調査（地表地質踏査（球

状花崗岩の発見に努める））

・上記情報に基づく地形地質状

況、造成地基礎盤および盛土

土質の状況の把握整理 

対象事業実施区域を含む流

域および東側・西側に隣接す

る沢を含む範囲 

（概ね対象事業実施区域か

ら300～500ｍ程度の範囲） 

1回/年 

 

工
事
の
実
施 

存
在
及
び
供
用 

土地の造成 

地形及び地質 

土地の安定性 

環境要素 影響要因 

造成地の存在 地形及び地質 

土地の安定性 

地域特性 

地質は花崗岩

類からなり、山

頂・山腹傾斜面

や密度の高い

谷地形が発達

している。 

工作物の存在 

地質は花崗岩

類からなり、山

頂・山腹傾斜面

や密度の高い

谷地形が発達

している。 
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(2) 予測の手法及びその選定理由 

予測は、表5.2.8-2に示すとおり、事業特性及び地域特性において地形及び地質に係る

特別な条件等がないことから、技術指針等に示されている基本的な手法である分布又は

成立環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析を用いる。 

 

表 5.2.8-2 地形及び地質に係る予測手法 

影響要因 項目 予測事項 予測方法 予測地域 予測対象時期等 

土地の造成に伴

って出現する切

土法面、盛土法

面 

土地の造成に

伴って出現す

る切土法面、

盛土法面の安

定性 

事例や各種設計基

準との整合性及び

斜面の安定に関す

る数値解析 

対象事業実施

区域内の改変

区域 

土地の造成に伴う濁

水の影響が最大とな

る時期（建設地内の造

成工事が最盛期とな

る工事1～2年目） 
工事の実施 

球状花崗岩 球状花崗岩 事例の引用又は解

析 

対象事業実施

区域内の改変

区域 

工事期間中 

存在及び 

供用 

土地の造成に伴

って出現する切

土法面、盛土法

面 

土地の造成に

伴って出現す

る切土法面、

盛土法面の安

定性 

事例や各種設計基

準との整合性及び

斜面の安定に関す

る数値解析 

対象事業実施

区域内の改変

区域 

事業活動が定常状態

となる時期 

 

(3) 評価の手法及びその選定理由 

評価は、以下に示すとおり、事業特性及び地域特性において地形及び地質に係る特別

な条件等がないことから、技術指針等に示されている手法を用いる。 

 

1) 環境影響の回避・低減 

土地の造成に伴う土地の安定性、造成地及び工作物の存在に伴う土地の安定性に与え

る影響が、実行可能な範囲内で出来る限り回避または低減（土地改変面積の最小限化等）

されており、必要に応じてその他の方法により環境保全についての配慮が適正になされ

ているか否かについて評価を行なう。 
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5.2.9 陸生動物 

工事の実施、存在及び供用においては、陸生動物に対する影響要因と環境要素の関係は

以下に示すとおり想定される。 

 

 
 

 

 

下記の環境影響内容を踏まえ、陸生動物に係る調査・予測・評価手法を選定した。 

工
事
の
実
施 

存
在
及
び
供
用 

重機の稼動 

資材の運搬 

（工事用車両の走行） 

樹木の伐採・処理 

陸生動物の 

生息環境 

環境要素 影響要因 

造成地の存在 

土地の造成 

発破 

工作物の建設 

工事用道路等の建設 

陸生動物の 

生息環境 

工作物の存在 

土地の利用 

工作物の供用・稼動 

緑化等 

地域特性 

関係車両の走行 

 

 

 

対象事業実施区

域内及びその周

辺には、動物の

生息環境が広く

分布している。

地盤改良 

 

 

対象事業実施区

域内及びその周

辺には、動物の

生息環境が広く

分布している。
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(1) 現地調査の手法及びその選定理由 

調査は、表5.2.9-1に示すとおり、事業特性及び地域特性において陸生動物に係る特別

な条件等がないことから、技術指針等において示されている基本的な調査手法を用いる。 

 

表 5.2.9-1(1) 陸生動物に係る現地調査手法 

環

境

要

素 

項目 調査方法 
調査地域・調査地点 

(図5.2.9-1(1)～(2)参照) 
調査頻度・時期等 

フィールドサ

イン法 

対象事業実施区域及びその周辺約

250ｍの範囲 

4回/年 

（春、夏、秋、冬） 

区画法 

（カモシカ） 

対象事業実施区域及びその周辺約

250ｍの範囲 

3回/年 

（春、夏、冬） 

トラップ調査 

（ｼｬｰﾏﾝﾄﾗｯﾌﾟ）

対象事業実施区域及びその周辺約 250m

の範囲 

調査地点は、環境類型を考慮の上 4 地点

（トラップは 1地点当たり 10 個設置）

トラップ調査 

（ｶｺﾞﾜﾅ） 

調査範囲は上記と同じである。調査地点

は、環境類型を考慮の上 2 地点（トラッ

プは 1地点当たり 10 個設置） 

トラップ調査 

（ﾓｰﾙﾄﾗｯﾌﾟ） 

調査範囲は上記と同じである。調査地点

は、環境類型を考慮の上 2 地点（トラッ

プは 1地点当たり 3～5個設置） 

4 回/年、1晩設置 

（春、夏、秋、冬） 

 

巣箱調査 

（ヤマネ） 

調査範囲は上記と同じである。調査地点

は、上記の環境類型を考慮の上 2地点（巣

箱は 1地点当たり 10 個設置） 

4 回/年 

（春、夏、秋、冬） 

哺乳類 

無人撮影法 

（中大型哺乳

類調査） 

調査範囲は上記と同じである。調査地点

は、中大型哺乳類の移動路経路を想定し

た上の沢筋 2 地点 

4 回/年、1週間設置 

（春、夏、秋、冬） 

哺乳類 

コウモリ

類 

ﾊﾞｯﾄﾃﾞｨﾃｸﾀｰ法 

（必要に応じて

捕獲調査（ﾊｰﾌﾟﾄ

ﾗｯﾌﾟ）） 

対象事業実施区域及びその周辺約

250ｍの範囲 
※フィールドサイン及びバットディテク

ターでコウモリ類を確認しなかったた

め、捕獲調査は実施せず。 

3 回/年、夕方～夜間 

（春、夏、秋） 

ルートセンサ

ス法 
対象事業実施区域及びその周辺の 3 ルー

ト 

定点観察法 対象事業実施区域及びその周辺の 4地点

陸

生

動

物 

鳥類 一般鳥類

任意観察法 
対象事業実施区域及びその周辺約 250m

を含む範囲 

5 回/年 

（春、初夏（繁殖期）、夏、

秋、冬） 
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表 5.2.9-1(2) 陸生動物に係る現地調査手法 

環境

要素 
項目 調査方法 

調査地域・調査地点 

(図5.2.9-1(1)～(2)参照) 
調査頻度・時期等 

定点観察法 

対象事業実施区域及びその周辺6～

11地点 

繁殖シーズン2ヵ年 

9回/年(11～7月に各月1

回、1回あたり3日間連続)
希 少 猛

禽類 
営巣木探索調

査 

対象事業実施区域周辺約1.5kmを含

む範囲 

繁殖シーズン2ヵ年 

落葉期：11月～12月（1

回） 

繁殖期:6～7月(1回) 

鳥類 

夜 行 性

鳥類 
任意観察法 

対象事業実施区域及びその周辺約 250m

を含む範囲 
2 回/年、夜間 

（春、初夏（繁殖期）） 

任意観察法 対象事業実施区域及びその周辺約 250m

を含む範囲 
3 回/年 

（早春、初夏、秋） 

夜間調査（ｵｵﾀﾞｲ

ｶﾞﾊﾗｻﾝｼｮｳｳｵ・幼

生） 

対象事業実施区域及びその周辺約 250m

を含む範囲の水域 4 回/年、夜間 

（4月～7月） 

両 生

類・爬虫

類 

両 生

類・爬虫

類 
林床調査（ｵｵﾀﾞｲ

ｶﾞﾊﾗｻﾝｼｮｳｳｵ・成

体） 

対象事業実施区域及びその周辺約 250m

を含む範囲の水域 3 回/年 

（早春、夏、秋） 

任意観察法（任意

踏査によるスイ

ピーング法等）

対象事業実施区域及びその周辺約 250m

を含む範囲の水域 4 回/年 

（春、初夏、夏、秋） 

ライトトラップ

法 

調査範囲は上記と同じである。調査地点

は、同上の環境類型を考慮の上 5地点（ボ

ックス法 4地点、カーテン法 1地点） 

3 回/年、夜間 

（初夏、夏、秋） 

ベイトトラップ

法 

調査範囲は上記と同じである。調査地点

は、同上の環境類型を考慮の上 4地点（ト

ラップは 1地点当たり 20 個設置） 

3 回/年、3晩設置 

（初夏、夏、秋） 

昆虫類 昆虫類

FIT 法 調査範囲は上記と同じである。調査地点

は、上記の環境類型を考慮の上 4地点 

2 回/年、1週間設置 

（春、夏） 

クモ類 

陸産貝

類 

クモ類

陸産貝

類 

任意観察法 

対象事業実施区域及びその周辺約 250m

の範囲 
3 回/年 

（初夏、夏、秋） 

陸生

動物 

土壌動

物 

土壌動

物 

ハンドソーテ

ィング法 

ツルグレン法 

調査範囲は上記と同じである。調査地点

は、上記の環境類型を考慮の上 2地点 
3 回/年 

（初夏、夏、秋） 
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(2) 予測の手法及びその選定理由 

予測は、表5.2.9-2に示すとおり、事業特性及び地域特性において陸生動物に係る特別

な条件等がないことから、技術指針等に示されている基本的な手法を用いることとし、

予測対象種の生息環境と事業計画を重ね合わせによるその改変程度を整理し、生息に及

ぼす影響の程度について事例の引用又は解析による予測手法を用いる。 

 

表 5.2.9-2 陸生動物に係る予測手法 

影響 

要因 
項目 予測事項 予測方法 予測地域 予測対象時期等 

工事の実施 

重機の稼動、資材の運搬

に伴う工事用車両の走

行、樹木の伐採・処理、

土地の造成、発破、地盤

改良、工作物の建設、工

事用道路等の建設による

影響 

工事期間中 

存在及び 

供用 

動 物 相

及 び そ

れ ら の

生 息 環

境 

 

重 要 な

種 及 び

注 目 す

べ き 生

息地 

造成地の存在、工作物の

存在、土地の利用、工作

物の供用・稼働、関係車

両の走行及び緑化等によ

る影響 

予測対象種の生息環境

や生息地と事業計画を

重ね合わせ、その改変

程度を整理し、予測対

象種の生息に及ぼす影

響の程度を事例の引用

若しくは解析により、

定性的に予測 

調査地域

と同様の

地域 

事業活動が定常状

態となる時期 

 
 

(3) 評価の手法及びその選定理由 

評価は、以下に示すとおり、事業特性及び地域特性において陸生動物に係る特別な条

件等がないことから、技術指針等に示されている手法を用いる。 

 

1) 環境影響の回避・低減 

対象事業実施区域周辺に生息する陸生動物への影響が、実行可能な範囲内で出来る限

り回避または低減（土地改変面積の最小限化や周辺環境と調和した公園緑地整備等）さ

れており、必要に応じてその他の方法により環境保全についての配慮が適正になされて

いるか否かについて評価する。 
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図 6.9.1(1) 陸生動物調査地域・調査地点 

図 5.2.9-1(1) 陸生生物・陸生植物等・生態系調査範囲



 

5.2-33 

 

図 6.9.1(2) 陸生動物調査地点（一般鳥類、希少猛禽類） 

 

 

図 5.2.9-1(2) 陸生生物（鳥類）調査地点 
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5.2.10 陸生植物等 

工事の実施、存在及び供用においては、陸生植物等に対する影響要因と環境要素の関係

は以下に示すとおり想定される。 

 
 

上記の環境影響内容を踏まえ、陸生植物に係る調査・予測・評価手法を選定した。 

 

(1) 現地調査の手法及びその選定理由 

調査は、表 5.2.10-1 に示すとおり、事業特性及び地域特性において陸生植物等に係る特

別な条件等がないことから、技術指針等において示されている基本的な調査手法を用いる。 

 

表 5.2.10-1 陸生植物等に係る現地調査手法 

環境

要素 
項目 調査方法 

調査地域・調査地点 

(図5.2.9-1(1)参照) 

調査頻度 

・時期等 

植物相 

(維管束植

物を対象) 

任意観察法(予め調査範囲を代

表すると考えられるルートを設

定して現地踏査する。) 

対象事業実施区域及びその周辺約250mの

範囲 

4回/年 

(早春季・春

季・夏季・秋

季) 

陸生

植物 

植生 
コドラート法 調査地域内に出現する植生タイプを

考慮の上設定（20地点程度を想定） 

2回/年 

(春季、秋季)

地衣・蘇苔類、キ

ノコ類 

既存資料調査及び有識者に対す

る聞き取り調査による情報の収

集を行い、必要に応じて現地調

査を行う。 

対象事業実施区域及びその周辺約250mの

範囲 
－ 

工
事
の
実
施 

存
在
及
び
供
用 

樹木の伐採・処理 

陸生植物の 

生育環境 

環境要素 影響要因 

造成地の存在 

土地の造成 

工事用道路等の建設 

陸生植物の 

生育環境 

工作物の存在 

土地の利用 

緑化等 

地域特性 

 

対象事業実施区域内

及びその周辺には、

植物の生育環境が広

く分布している。 

 

対象事業実施区域内

及びその周辺には、

植物の生育環境が広

く分布している。 
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(2) 予測の手法及びその選定理由 

予測は、表5.2.10-2に示すとおり、事業特性及び地域特性において陸生植物等に係る

特別な条件等がないことから、技術指針等に示されている基本的な手法を用いることと

し、予測対象種の生育環境と事業計画を重ね合わせによるその改変程度を整理し、生育

に及ぼす影響の程度について事例の引用又は解析による予測手法を用いる。 

 

表 5.2.10-2 陸生植物等に係る予測手法 

影響要因 項目 予測事項. 予測方法 予測地域 予測対象時期等 

工事の 

実施 

樹木の伐採、

土地の造成、

施設の建設、

工事用道路等

の建設による

影響 

工事期間中 

存在及び 

供用 

植物相及びそ

れらの生育環

境 

 

植物群落及び

植生自然度 

 

重要な種及び

それらの生育

環境 

造成地及び工

作物の存在、

施設の供用稼

働による影響

予測対象種の生育

環境や群落と事業

計画を重ね合わ

せ、その改変程度

を整理し、予測対

象種の生育に及ぼ

す影響の程度を事

例の引用若しくは

解析により、定量

的、定性的に予測

調査地域と同様

の地域 

事業活動が定常状態

となる時期 

 

(3) 評価の手法及びその選定理由 

評価は、以下に示すとおり、事業特性及び地域特性において陸生植物等に係る特別な

条件等がないことから、技術指針等に示されている手法を用いる。 

 

1) 環境影響の回避・低減 

対象事業実施区域周辺に生育する陸生植物への影響が、実行可能な範囲内で出来る限

り回避または低減（土地改変面積の最小限化や周辺環境と調和した公園緑地整備等）さ

れており、必要に応じてその他の方法により環境保全についての配慮が適正になされて

いるか否かについて評価する。 
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5.2.11 水生生物 

工事の実施、存在及び供用においては、水生生物に対する影響要因と環境要素の関係は

以下に示すとおり想定される。 
 

 

上記の環境影響内容を踏まえ、水生生物に係る調査・予測・評価手法を選定した。 
 

(1) 現地調査の手法及びその選定理由 

調査は、表5.2.11-1に示すとおり、事業特性及び地域特性において水生生物に係る特

別な条件等がないことから、技術指針等において示されている基本的な調査手法を用い

る。 

 

表 5.2.11-1 水生生物に係る現地調査手法 

環境要素 項目 調査方法 
調査地域・調査地点 

(図5.2.11-1参照) 
調査頻度・時期等

魚類 
捕獲調査（タモ網、投網、セル

ビン）、夜間潜水調査 

底生動物 

コドラート法（50cm×50cm）に

よる定量採集、タモ網等による

採集法 

水生生物 

付着藻類 
コドラート法（5cm×5cm）によ

る定量採集 

対象事業実施区域及びその周

辺の河川 

高山川 2地点、角原川 1地点、

八手俣川 1地点 

4 回/年 

（春、夏、秋、冬） 

 

工
事
の
実
施 

存
在
及
び
供
用 

水生生物の 

生息生育環境 

環境要素 影響要因 

造成地の存在 

土地の造成 

工事用道路等の建設 

水生生物の 

生息生育環境 

工作物の存在 

土地の利用 

工作物の供用・稼動 

地域特性 

 

対象事業実施区域内

及びその周辺には、

水生生物の生息生育

が広く分布してい

る。 

地盤改良 

 

対象事業実施区域内

及びその周辺には、

水生生物の生息生育

が広く分布してい

る。 
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(2) 予測の手法及びその選定理由 

予測は、表5.2.11-2に示すとおり、事業特性及び地域特性において水生生物に係る特

別な条件等がないことから、技術指針等に示されている基本的な手法を用いることとし、

予測対象種の生息生育環境と事業計画を重ね合わせによるその改変程度を整理し、生息

に及ぼす影響の程度について事例の引用又は解析による予測手法を用いる。 

 

表 5.2.11-2 水生生物に係る予測手法 

影響要因 項目 予測事項 予測方法 予測地域 予測対象時期等

工事の実

施 

土地の造成、地盤改

良、工事用道路等の建

設に伴う影響 

工事期間中 

存在及び 

供用 

動物相及び

それらの生

息環境 

植物相及び

それらの生

育環境 

 

重要な種 

 

注目すべき

生息地 

 

重要な群落

造成地の存在、工作物

の存在、土地の利用及

び工作物の供用・稼働

による影響 

予測対象種の生息生育

環境と事業計画を重ね

合わせ、その改変程度

を整理し、予測対象種

の生息生育に及ぼす影

響の程度を事例の引用

若しくは解析により、

定性的に予測 

調査地域と

同様の地域 

事業活動が定常状

態となる時期 

 

(3) 評価の手法及びその選定理由 

評価は、以下に示すとおり、事業特性及び地域特性において水生生物に係る特別な条

件等がないことから、技術指針等に示されている手法を用いる。 

 

1) 環境影響の回避・低減 

下流河川に生息する水生生物に与える影響が、実行可能な範囲内で出来る限り回避ま

たは低減（土地改変面積の最小限化、施設排水は完全クローズドとし、一切外部へ排水

しないことや工事中の仮設沈砂池または調整池の設置等）されており、必要に応じてそ

の他の方法により環境保全についての配慮が適正になされているか否かについて評価す

る。 
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図 6.11-1 水生生物調査位置図 

 

図 5.2.11-1 水生生物調査範囲 
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5.2.12 生態系 

工事の実施、存在及び供用においては、生態系に対する影響要因と環境要素の関係は以

下に示すとおり想定される。 

 

 

 

 

上記の環境影響内容を踏まえ、生態系に係る調査・予測・評価手法を選定した。 

工
事
の
実
施 
存
在
及
び
供
用 

重機の稼動 

資材の運搬 

（工事用車両の走行） 

樹木の伐採・処理 

生態系 

環境要素 影響要因 

造成地の存在 

土地の造成 

発破 

工作物の建設 

工事用道路等の建設 

生態系 

工作物の存在 

土地の利用 

工作物の供用・稼動 

関係車両の走行 

対象事業実施区域内

及びその周辺は、ス

ギ・ヒノキ植林を中

心として、落葉広葉

樹林、湿性植生及び

渓流環境の各環境類

型区分から構成され

る生態系が成立して

いる。 

地域特性 

緑化等 

 

対象事業実施区域内

及びその周辺は、ス

ギ・ヒノキ植林を中

心として、落葉広葉

樹林、湿性植生及び

渓流環境の各環境類

型区分から構成され

る生態系が成立して

いる。 

地盤改良 
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(1) 現地調査の手法及びその選定理由 

調査は、表5.2.12-1に示すとおり、事業特性及び地域特性において生態系に係る特別

な条件等がないことから、技術指針等において示されている基本的な調査手法を用いる。 

また、「第3章 対象事業実施区域及びその周辺の概況（地域特性）」で示したとおり、

対象事業実施区域の環境類型区分は「樹林環境」、「湿地環境」及び「渓流環境」の３区

分に整理できるが、区分毎に上位性、典型性、特殊性の注目種を抽出を行う根拠となる

生物情報は既存資料調査では得られなかったため、ここでは具体的な注目種の選定は行

わないこととした。 

表 5.2.12-1 生態系に係る現地調査手法 

環境要素 項目 調査方法 
調査地域・調査地点 

(図5.2.9-1(1)参照) 

調査頻度 

・時期等 

生態系の構造、環境の類型区

分、食物連鎖の状況 

生態系 

地域を特徴づける生態系の注

目種(上位性、典型性、特殊性

の観点から選定)の生態、他の

動植物との関係及び生息・生

育環境の状況 

動植物の現地調査

及び種の生態等に

関する文献等の情

報収集並びに当該

情報の整理及び解

析 

対象事業実施区域から約

250mの範囲 
陸生動植物調

査に準じる 

 

 

 

(2) 予測の手法及びその選定理由 

予測は、表5.2.12-2に示すとおり、事業特性及び地域特性において生態系に係る特別

な条件等がないことから、技術指針等において示されているように、調査結果及び事業

計画を重ね合わせ、環境類型区分の改変程度を予測するとともに、それらが地域を特徴

づける生態系の注目種等の生息生育に及ぼす影響の程度について事例を参考に定性的に

予測する手法を用いる。 

表 5.2.12-2 生態系に係る予測手法 

影響要因 項目 予測事項 予測方法 予測地域 予測対象時期等

工事の実施 

重機の稼動、資材の運搬

に伴う工事用車両の走

行、樹木の伐採・処理、

土地の造成、発破、地盤

改良、工作物の建設、工

事用道路等の建設によ

る影響 

工事期間中 

存在及び 

供用 

地域を特徴

づける生態

系の注目種

(上位性、典

型性、特殊

性) 

造成地の存在、工作物の

存在、土地の利用、工作

物の供用・稼働、関係車

両の走行及び緑化等に

よる影響 

調査結果及び事業

計画を重ね合わせ、

環境類型区分の改

変程度を予測する

とともに、それらが

地域を特徴づける

生態系の注目種等

の生息生育に及ぼ

す影響の程度を事

例の引用若しくは

解析により、定性的

に予測 

調査地域と

同様 

事業活動が定常状

態となる時期 
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(3) 評価の手法及びその選定理由 

評価は、以下に示すとおり、事業特性及び地域特性において生態系に係る特別な条件

等がないことから、技術指針等に示されている手法を用いる。 

 

1) 環境影響の回避・低減 

地域を特徴づける生態系に与える影響が、実行可能な範囲内で出来る限り回避または

低減（土地改変面積の最小限化や周辺環境と調和した公園緑地整備等）されており、必

要に応じてその他の方法により環境保全についての配慮が適正になされているか否かに

ついて評価する。 
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5.2.13 人と自然との触れ合いの活動の場 

工事の実施、存在及び供用においては、人と自然との触れ合いの活動の場に対する影響

要因と環境要素の関係は以下に示すとおり想定される。 

 

 

 

上記の環境影響内容を踏まえ、人と自然との触れ合いの活動の場に係る調査・予測・評

価手法を選定した。 

 

 

(1) 現地調査の手法及びその選定理由 

調査は、表5.2.13-1に示すとおり、事業特性及び地域特性において人と自然との触れ

合いの活動の場に係る特別な条件等がないことから、技術指針等において示されている

基本的な調査手法を用いる。 

 

表 5.2.13-1 人と自然との触れ合いの活動の場に係る現地調査手法 

環境要素 項目 調査方法 調査地域・調査地点 
調査頻度 

・時期等 

現地踏査 

資料収集 

対象事業実施区域及

びその周辺 
－ 人 と 自 然

と の 触 れ

合 い の 活

動の場 

主要な人と自然と

の触れ合いの活動

の場の種類、位置、

規模、利用状況 

主要な人と自然との触れ合いの

活動の場の管理者及び利用者へ

の聞き取り調査 

八手俣川、ヒストリー

パーク塚原 

3回/年 

(春、夏、秋季

の各1回) 

 

工
事
の
実
施

存
在
及
び
供
用 

資材の運搬 

（工事用車両の走行） 

主要な人と自然

との触れ合いの

活動の場 

環境要素 影響要因 

関係車両（廃棄物運搬車両等）

の走行 

主要な人と自然

との触れ合いの

活動の場 

対象事業実施区域内及び

その周辺には、八手俣川

やヒストリーパーク塚原

といった主要な人と自然

との触れ合いの活動の場

が存在している。 

地域特性 

対象事業実施区域内及び

その周辺には、八手俣川

やヒストリーパーク塚原

といった主要な人と自然

との触れ合いの活動の場

が存在している。 
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(2) 予測の手法及びその選定理由 

予測は、表5.2.13-2に示すとおり、事業特性及び地域特性において人と自然との触れ

合いの活動の場に係る特別な条件等がないことから、技術指針等において示されている

ように、主要な人と自然との触れ合いの活動の場の利用状況への影響を事例の引用また

は解析により定性的に予測する手法を用いる。 

 

表 5.2.13-2 人と自然との触れ合いの活動の場に係る予測手法 

影響要因 項目 予測事項 予測方法 予測地域 予測対象時期等 

工事の 

実施 

資材の運搬に伴う工

事用車両の走行によ

る人と自然との触れ

合いの活動の場の利

用改変の程度 

工事用車両による

影響が最大となる

時期 

（工事第1期：工事3

年目、工事第2期：

工事5年目） 

存在及び 

供用 

人と自然との

触れ合いの活

動の場 

関係車両の走行によ

る人と自然との触れ

合いの活動の場の利

用改変の程度 

調査結果を基に主

要な人と自然との

触れ合いの活動の

場の利用状況等に

与える影響を事例

の引用または解析

により予測 

調査地域と

同様の地域 

事業活動が定常状

態となる時期 

 

(3) 評価の手法及びその選定理由 

評価は、以下に示すとおり、事業特性及び地域特性において人と自然との触れ合いの

活動の場に係る特別な条件等がないことから、技術指針等に示されている手法を用いる。 

 

1) 環境影響の回避・低減 

対象事業の実施によるこの人と自然との触れ合いの活動の場への影響が、実行可能な

範囲内で出来る限り回避または低減されており、必要に応じてその他の方法により環境

保全についての配慮が適正になされているか否かについて評価を行う。 
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5.2.14 廃棄物等 

工事の実施、存在及び供用においては、廃棄物等に対する影響要因と環境要素の関係は以

下に示すとおり想定される。 

 

 

上記の環境影響内容を踏まえ、廃棄物等に係る予測・評価手法を選定した。 

 

 

(1) 予測の手法及びその選定理由 

予測は、表5.2.14-1に示すとおり、事業特性及び地域特性において廃棄物等に係る特

別な条件等がないことから、技術指針等に示されている基本的な手法である、工事の実

施に伴い発生する廃棄物等の種類毎の発生の状況、再利用の状況及び処理処分の状況の

把握、事例の引用または解析の手法を用いる。 

表 5.2.14-1 廃棄物等に係る予測手法 

影響要因 項目 予測事項 予測方法 予測地域 
予測対象時期

等 

工事の実施 

伐採木、建設発生

土及び濁水処理に

伴う汚泥等の建設

副産物の発生 

工事計画をもとに廃棄物等の種

類、発生量を算出すると共にこ

れらの処理・処分、再利用計画

をもとに処理、再利用量を予測

工事期間中 

存在及び 

供用 

廃 棄 物 等

の種類、発

生 量 並 び

に こ れ ら

の処理、再

利用 

浸出水処理プラン

トの稼働に伴う処

理汚泥の発生 

事業計画をもとに廃棄物等の種

類、発生量を算出すると共にこ

れらの処理・処分、再利用計画

をもとに処理、再利用量を予測

対象事業

実施区域 

事業活動が定

常状態となる

時期 

 

工
事
の
実
施 

存
在
及
び
供
用 

樹木の伐採・処理 

土地の造成 

（建設発生土） 

廃棄物等 

環境要素 影響要因 

廃棄物の発生・処理 廃棄物等 

廃棄物の発生・処理等 

（濁水処理に伴う汚泥等）

三重県では、廃棄物処理

法に基づき、廃棄物の排

出抑制、再生利用など減

量化を促進する等を目

的に、平成 23 年 3 月に

「三重県廃棄物処理計

画」を策定している。 

地域特性 

三重県では、廃棄物処理

法に基づき、廃棄物の排

出抑制、再生利用など減

量化を促進する等を目

的に、平成 23 年 3 月に

「三重県廃棄物処理計

画」を策定している。 



 

5.2-45 

 

(2) 評価の手法及びその選定理由 

評価は、以下に示すとおり、事業特性及び地域特性において廃棄物等に係る特別な条

件等がないことから、技術指針等に示されている手法を用いる。 

 

1) 環境影響の回避・低減 

廃棄物等による影響が、実行可能な範囲内で出来る限り回避または低減（建設発生土

等の建設副産物の適正処理等）されており、必要に応じてその他の方法により環境保全

についての配慮が適正になされているか否か、また「三重県廃棄物処理計画」（平成23

年3月）における施策の取組方向を満足しているか否かについて評価する。 
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5.2.15 温室効果ガス等 

存在及び供用においては、温室効果ガス等に対する影響要因と環境要素の関係は以下に

示すとおり想定される。 

 

 

 

上記の環境影響内容を踏まえ、温室効果ガス等に係る予測・評価手法を選定した。 

 

 

(1) 予測の手法及びその選定理由 

予測は、表5.2.15-1に示すとおり、事業特性及び地域特性において温室効果ガス等に

係る特別な条件等がないことから、技術指針等に示されている基本的な手法である、存

在及び供用に伴い発生する温室効果ガス等の発生量と吸収量の減少を事業計画と既存資

料から予測することとする。 

 

表 5.2.15-1 温室効果ガス等に係る予測手法 

影響要因 項目 予測事項 予測方法 
予測地

域 

予測対象

時期等 

存在及び 

供用 

温室効果ガ

ス等(二酸

化炭素) 

工作物の稼働・供用及

び関係車両の走行に

よる温室効果ガス等

の削減効果 

事業計画と既存資料をもとに

温室効果ガス等の削減効果を

予測 

既存資料を用いて温室効果ガ

ス等の発生量及び吸収量の減

少量を予測 

－ 

事業活動が

定常状態と

なる時期 

 

存
在
及
び
供
用 

環境要素 影響要因 

工作物（最終処分場、浸出水

処理プラント）の供用・稼働

温室効果ガス等 

（二酸化炭素） 
関係車両（廃棄物運搬車両

等）の走行 

地域特性 

エネルギーの使用 

地球温暖化対策の推進

を目的として三重県で

は「三重県地球温暖化対

策推進計画（改訂）」が、

津市では「津市地球温暖

化対策地域推進計画」が

作成されている。 
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(2) 評価の手法及びその選定理由 

評価は、以下に示すとおり、事業特性及び地域特性において温室効果ガス等に係る特

別な条件等がないことから、技術指針等に示されている手法を用いる。 

 

1) 環境影響の回避・低減 

対象事業の実施による温室効果ガス等の発生等の影響が、実行可能な範囲内で出来る

限り回避または低減（自然エネルギーによる発電施設の導入等）されているか否か、ま

た「三重県地球温暖化対策推進計画（改訂）」及び「津市地球温暖化対策地域推進計画」

を満足しているか否かについて評価する。 

 

 

 




